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午後１時 30分 
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桔梗が丘自治連合協議会 
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ごあいさつ 
                           令和６年５月１８日 

 
 

コロナ禍を終えて 

 
 皆様には、地域づくり活動にご理解とご協力をいただきありがとうございます。 

新型コロナも５類に移行され、昨年計画した事業は全て実施できました。また、市民

センターもサークル活動で活況を呈しています。今後も油断することなく感染対策を取

り安全を確保しながら事業を運営していきます。 

桔梗が丘地域ビジョン「第２次桔梗が丘“ほっとまち”構想」を策定して３年目、それ

ぞれのプロジェクトも一歩一歩活動を進めていきたいと思っています。皆様のご協力を

よろしくお願いいたします。 

 地域としてまだまだ多くの問題を抱えていますが、桔梗が丘住民主体のまちづくりを 

市と協働で是々非々をもって進めていくつもりでいます。桔梗が丘駅前の活性化につい

ても市・商工会議所・地域で構成されるワーキングチームが検討を重ねています。その

答申をもとに市との話し合いをすすめ、着実に前進していきたいと思っています。 

そのために、多くの皆さまのご参画・ご協力をお願い申し上げます。  

 
 
 
               桔梗が丘自治連合協議会  会長 大 垣 孝 彦 
 

 



                 定 時 総 会 次 第 

１．開会の辞 

２．会⻑あいさつ 

３．議事 

 （１）総会成立宣言 

 （２）議事録署名人選任 

 （３）議⻑・副議⻑あいさつ 

 （４）議案第１号 令和５年度事業報告及び協議会会計決算の承認に関する件   

     （監事の監査報告後審議、承認の決議）  

 （５）議案第２号 令和５年度地域事業部事業報告及び特別会計決算の承認に関する件 

     （監事の監査報告後審議、承認の決議） 

 （６）議案第３号 令和５年度市⺠センター事業報告及び市⺠センター会計決算の 

承認に関する件 （監事の監査報告後審議、承認の決議） 

 

                 〜 休 憩 〜   

 （７）総会成立宣言 

 （８）議案第４号 桔梗が丘自治連合協議会副会⻑・理事の承認に関する件     

（９）議案第５号 令和６年度事業計画（案）及び協議会会計予算（案）の承認に関する件 

（１０）議案第６号 令和６年度地域事業部事業計画（案）及び特別会計予算（案）の承認に 

          関する件               

（１１）議案第７号 令和６年度市⺠センター事業計画（案）及び市⺠センター会計予算（案） 

          の承認に関する件 

４．議⻑議事終了のあいさつ 

５．閉会の辞 

 



 
 

議案第１号 令和５年度事業報告及び協議会会計決算の承認に関する件 

 

 令和５年度自治連合協議会の主な事業の取り組みとその成果報告及び協議会会計の決算 
報告を別紙のとおり行います。 
 なお、令和６年４月１５日、１６日、２０日に監事より協議会会計決算及び事業の監査を
受け、適正に執行されたことの承認を得ております。 
 
 
別紙１    令和５年度委員会・部会事業報告書 
別紙２−１  令和５年度協議会会計決算書 
別紙２−２  令和５年度末の財産目録及び積立金残高報告書 



別紙１．令和５年度委員会・部会事業報告書 
総 務 委 員 会  

 

 
令和５年度事業計画 実     績 評価及び反省 

１．総会、理事会、自治連合会等の

会議の円滑な運営を目指す 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．規約、規則、規程等の制定又は

改正による協議会運営の充実

化と円滑化を図る。 
 

 
３．協議会財務内容を点検し、財務

方針の明確化を目指す。 
 
４．指定管理者として、協議会事業

と市民センター事業との協働を

図り、相互の事業の充実化を目

指す。 
 
５．協議会事業の成果を高めるた

め総務委員会として２つの事

業を実施する。 
（１）講演会の実施 
（２）研修会の実施 
 
６．敬老の日の行事 
   
 
 
 
 
 
 
予算額合計 
   ２，８６８，４００円 

（１）総会の開催 
 令和５年５月２０日（土） 
 コロナ禍も明け４年振りに通常

の総会が開催され、下記事項が承

認された。 
①令和４年度協議会事業報告及

び会計決算・監査報告 
②令和４年度地域事業部事業報

告及び特別会計決算・監査報告 
③令和４年度市民センター事業

報告及び会計決算・監査報告 
④協議会会長・副会長・理事・監

事の承認に関する件 
⑤令和５年度事業計画案及び、協

議会会計予算 
⑥令和５年度地域事業部会事業

計画案及び特別会計予算 
⑦令和５年度市民センター事業

計画案及び会計予算 
（２）理事会の定期的開催 
（３）自治連合会の定例的開催 
 
（１）協議会規約の見直し 
①「市民センター管理運営規程」

の見直し 
 
 
適切な財務運営ができた。 

 
 
第２回桔梗まつり・市民センター

祭等従来からの行事が、関係者の

努力により開催できた。 
 
 

（１）講演会 

  今年度は行わなかった。 

（２）研修会 

  今年度は行わなかった。 

 

 

実施日 令和５年９月１８日まで

に届けた。 

*70 歳と 88 歳の方に長寿記念品（＠

2,000 円の商品券）を贈呈 

対象者 264 名 昨年度比 21 名減 

決算額 ５２８，０００円 

 

 

決算額合計 
   ２，１８９，３７４円 

◎桔梗が丘自治連合協議会とし

て１４年目を終えた。 
 コロナも５類に変更になった

が、諸会議は三密等のコロナ

対策を継続しながら実施し

た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（１）前年度に引き続き、規則の

見直しをした。 
 ①規程全体の見直しの上、公

民館時代からの内容を、現状

に合うよう改めた。 
 コロナ禍が明け、通常の協議

会会計となった。 
 
◎秋の“桔梗まつり”も２回目を

迎え、前年度の反省を生かし

て多くの方に参加していただ

いた。 
 
◎講演会・研修会も開催しなか

った。今後は時々の要請に応じ

て行うようにしたいと思って

いる。 
  
 
◎今年度も、古希・米寿お祝  

 いとして記念品を贈呈 
 
   R3 年  R4 年 R5 年度 
古希 234 人 →196 人 →175 人 

米寿 82 人 → 89 人 → 89 人 

 計 316 人 →285 人 →264 人 

31 人減  21 人減 

 



 
企 画 運 営 委 員 会   

令和５年度事業計画 実     績（案） 評価及び反省 

ほっとまち推進プロジェクト事業 
１．自主防災プロジェクト事業 
  起こりうる大震災に備えて、 
  桔梗が丘各地域（自治会・区・4 ﾌﾞ

ﾛｯｸ）の実情に合った自主防災体制 
の推進 

⑴ R5 年度総合防災訓練に向けて、 
各自治会（区）防災推進代表による、

4 ﾌﾞﾛｯｸ毎の情報交換 
⑵ R5 年度総合防災訓練の 4 ﾌﾞﾛｯｸ 
  合同反省会 及び研修会を開催 
  し、自主防災体制の強化を図り 
  次年度からの防災訓練に反映 
予算額  １００,０００円 
 

２．桔梗が丘未来塾ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業 
＊持続可能な地域を 
  地域で暮らす現役世代、今後その 

地域で暮らす将来世代も持続可能 
な地域活動の推進 

① 学校と連携し郊外施設を利用した 
  課外活動推進 
② ＳＤＧｓと連携した地域づくり活 
  動の推進 
⑴ 同ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑﾒﾝﾊﾞｰの検討 
⑵ 同ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑによる意見交換会の 

開催 
予算額   ５０,０００円 
 

３．桔梗が丘ＳＤＧｓ推進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業 
⑴ 私たちの身近なＳＤＧｓ参考の推進 
  事業例ききょう通信掲載 
⑵ 私の考えたＳＤＧｓ実行例の紹介 
予算額   ５０,０００円 
 

４．地域ﾋﾞｼﾞｮﾝ推進対策 及び第 2 次ﾌﾟ 
ﾛｼﾞｪｸﾄ活動対策 

⑴ 各ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄのｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝと実践行動 
  の作成 
⑵ 各ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑで具体策の決定 
⑶ R5 年度活動に対して発生する経費 
  の支援 

予算額   ２００,０００円 

予算額合計 ４００,０００円 

 
１．桔梗が丘自治連合会４ﾌﾞﾛｯ 

ｸの内、ﾌﾞﾛｯｸ毎の防災委員会 
立上げは２ﾌﾞﾛｯｸであった。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 決算額   ４０,０００円 
 
２． 
⑴ 地域住民と各学校と連携 

ｺﾐｭﾆﾃｨｽｸｰﾙ活動方策の検討 
及び持続可能なまちづくり 
方策の検討 

⑵ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾊﾞﾝｸ登録のお願い 
初回お助けｾﾝﾀｰ 2 月各戸配 
布、以後、他部会等へのチラ 
シ各戸配布検討 

⑶ 当協議会地域活動 PV 製作 
（広報委員会共同製作） 
 

決算額    ８,０００円 
 

３．私たちの身近なＳＤＧｓ 
    事例ききょう通信掲載 
 
 

決算額            ０円 
 

４． 
⑴ R5 年度活動に対して発生 

する経費の一部支援 
（ききょう農楽園農業器材） 
 
 
 
決算額   ３０,０００円 

決算額合計 ７８,０００円 

 
１．未立上げブロックについて 

は、多々課題があるが、実績 
あるブロックを交え、R6 年 
度連合会新該当役員体制で、 

  情報交換会を実施したい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２． 
⑴ 子どもたちと地域の絆づくり 
  地域事業部／企画運営委員会 
と３小学校運営協議会リーダ 
と子どもを核とした地域づく 
りについて、今後の連携推進 
体制協議 

  R6 年度は連携協議 
  R7 年度から活動計画 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４． 
⑴農楽園機材簡易倉庫を同会員 
により建設作業実施 
農を通じて地域コミユニティ 
の場として、ききょう農楽園 
の充実 

 
 
 



 
広 報 委 員 会   

令和５年度事業計画 実     績 評価及び反省 

１．広報紙「ききょう通信」を発行

し紙面を充実する。 
①「ききょう通信」をＡ４判４頁カ

ラー印刷で毎月発行し、必要に応じ

て特集紙面等でページを増やす。 
②チラシでの情報発信を「ききょう

通信」に極力一元化する。 
③多世代に親しまれる広報紙「きき

ょう通信」を目指す。 
④コミュニティ活動の状況を地域

全体で共有する情報収集の体制（各

ブロックに特派員）を確立する。 
  

予算額 １,５６０,０００円 
 
２．インターネット等を利活用した

広報活動の推進、運営する。 
①桔梗が丘自治連合協議会ホーム

ページの内容を充実し、円滑に閲覧

できるよう工夫する。 
②メールによる、協議会、市民セン

ターイベントへの参加申込み・受付

けができるシステムを研究する。 
③ＬＩＮＥ、Facebook 等ＳＮＳに

よる情報発信を推進し、タイムリー

な情報提供を行う。 
④地域の情報化推進に向け、必要な

資機材を整備する。 
 
 予算額  ２４０,０００円 
 
３．協議会ロゴマーク等の周知 
ロゴマークを印刷物等に表示して、

地域に浸透させる。 
 
４．広報委員会に事務局スタッフと

して職員の配置を検討する。 
 
予算額合計 １,８００,０００円 
 

１．ききょう通信を毎月発行した。 
①４ページ１０回、６ページ 

２回発行、総集編冊子は５０部削

減して１００部制作。なお、特集

は６月号定時総会、１１月号桔梗

まつりを各６ページで発行した。 
②ききょう通信お知らせ紙面での

住民周知一元化が定着してきた。 
③未来を担う子どもたちと元気・

賑わいの記事を多く採り入れた。 
④各ブロックに広報特派員の配置

までには至らなかった。 
  
決算額 １,４２８,６８０円 

 
２．電子媒体を活用した広報活動

と積極的な取材活動の展開 
レンタルサーバー、メールサーバ

ー、LINE 公式アカウント利用。 
①スマートフォンからも見易いコ

ンテンツの提供に工夫した。 
②検討の結果、市民センター業務

の軽減に繋がるメリットがない。 
③ LINE 登録者が増加（２１２

人）、市民センターからタイムリー

な情報発信が可能になった。 
④プリンター保守部品、広報活動、

機材整備、消耗物品等購入。 
 
 決算額  ３４３,３４５円 
 
３，ロゴマークは印刷物の他、第

２次桔梗が丘地域ビジョンのプロ

モーションビデオでも周知した。 
 
４，広報事務局スタッフ（ボラン

ティア）募集の方法を検討した。 
 
決算額合計 １,７７２,０２５円 

１．地域の活発なコミュニティ活

動推進への役割を担う。 
①．カラー印刷で写真記事を多く

して見易く、読み易くを心掛け、

今後も必要に応じて特集を組む。 
②コストの節減はＳＤＧs 推進に

繋がり、部会等へ更なる情報発信

の一元化に協力を求める。 
③肖像権の取扱いに留意し、ネッ

ト掲載についても承諾が必要。 
④広報委員による地区コミュニ

ティ活動等の情報収集。 
 
 
 
２．ＳＮＳを活用した情報発信と

各戸配布の広報紙を併用 
①タイムリーな情報提供を行う

ため、自治会・区による広報紙の

迅速な配布を依頼する。 
②フォームによる申し込みは、先

着順、定員制には馴染まない。 
③住民へ早急に周知が必要な防

犯・防災情報等が LINE で可能に

なり、今後も市民センターの友だ

ち登録者を増やす。 
④広報活動、編集作業に必要な資

機材の整備充実を図る。 
 
 
 
３．地域内外に向けて“ほっとま

ち”桔梗が丘の現状を自主制作ビ

デオで発信する意義は大きい。 
 
４．ききょう通信編集ボランティ

アに特化した募集が必要。 
 



 
健 康 推 進 部 会 

令和５年度事業計画 実     績 評価及び反省 

１．第１７回ききょう健康まつり 
 地域の皆さまに健康について再

認識していただき、暮らしの中で

健康つくりを考え実践し、いき 

いきとした桔梗が丘を目指す。 
場 所 桔梗が丘市民センター 
実施日 令和５年１１月２６日（日） 
 
 
予算額    １２０，０００円 
 
２．二ュースポーツ世代間交流大

会 
 スポーツを通じて地域の交流の

輪を広げ明るく活力のある地域社

会を目指す。親子や住民間の絆づ

くりを推進する。 
予算額     ９０，０００円 
 
３．体操会との協働事業 
 桔梗が丘の各地域で行われてい

る体操会の継続発展をはかる協働

事業、及び夏休み小学生児童の参

加を促すため参加賞等への補助事

業 
予算額    １００，０００円 
 
４．ききょう健康講座 

生活習慣病の予防や暮らしの中

でみんな健康について考え実践し

ていくことをテーマに「ききょう

健康講座」を開催して、地域の皆

様に健康啓発を促して行く。 
１）らく楽！体操教室 
「最近、躓くことが多くなった」 
「健康の為に何か始めたい」 
「自宅で簡単で楽に出来る体操が

したい」という方に。 
＊青竹ふみ 
＊音に合わせて有酸素運動 
＊心地よいストレッチでリラックス 
＊楽しい脳トレ 
予算額    １２０，０００円 

内容・インボディ測定  ６７名 
  ・足型、足指力測定 ５１名 

・高齢度チェック  ４３名 
  ・歯チェック    ２５名 
   （大人２４名、子供 1 名） 
  ・スクエアステップ ３０名 
  ・健康リズム体操  ７４名 
  ・名張バリバリ体操 ７４名 
  ・食べ物ビンゴ大会１３４名 
 決算額   １１２，０７０円 
 
内容 １）キンボール 
   ２）ストラックアウト 
     ２種目実施 
場 所 桔梗が丘小学校体育館 
実施日 令和６年３月２３日（土） 
参加者 大人２５名 子供１２名 
決算額    ４４，８７３円 

 
実施日 
令和５年３月１日～１２月２５日 
桔梗が丘小学校、若松公園 
桔梗が丘２番町 1 区、南１号公園 
桔梗が丘西自治会 
 
決算額    ９５，４００円 

 
 
 
 
 
 
 
前期 ４月～９月 １０回実施 
      参加者 ２４１名 
後期１０月～３月 １０回実施 

参加者 ３６９名 
実施回数       ２０回 
参加者合計     ６１０名 
場所 桔梗が丘市民センター 
   桔梗が丘南市民センター 
 
決算額   １２０，０００円 

お客さんはすくなかった。 
今後は内容の充実、運営方法を改

善し、更に多くのお客さんが来て

いただけるよう努力する。 
 
 
 
 
 
 
 
コロナの関係で３年ぶりの実施で

した。参加者全員楽しくゲーム 
出来、地域の交流の場もできた。 
 
 
 
 
 
 
参加者 ３１８人 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
無理せず運動習慣を身につけるこ

とにより筋力や基礎代謝が向上し

た。 
 
 
 
 
 
 



 
健 康 推 進 部 会    

 
 

 

令和５年度事業計画 実     績 評価及び反省 

２）楽しい健康づくり講座 
＊健康に関する講演を行う。 
実施日 令和６年２月１７日（土） 
場 所 桔梗が丘市民センター 
予算額     ２０，０００円 
 
３）健康リズム体操 
実施月 ７月・９月・１１月・１

月・３月の５回実施 
予算額     ５０，０００円 
 
４）健康ウォーキング 
実施日 令和５年１２月２日（土） 

場 所 おきつも名張遊歩道 10
選 
予算額     ４０，０００円 
 
５）生活習慣病予防料理教室 
＊生活習慣病を予防する料理の知

識を習得する。 
実施日 令和６年２月２７日（土） 
場 所 市民センター 調理室 
 
 
 
予算額     ２０，０００円 
 
６）スクエアステップ 
躓き転倒及び認知症予防に効果が

あり、簡単に楽しく出来るエクサ

サイズ。 
実施日 令和５年４月～ 

令和６年３月 ３６回 
場 所 桔梗が丘市民センター 
    桔梗が丘南市民センター 
予算額     ４０，０００円 
 
５．市の集団がん検診を桔梗が丘

で実施する。 
実施日 令和５年１１月３日（祝） 
場 所 桔梗が丘小学校体育館 
 
予算額     ２０，０００円 
 
６．名張ケンコーマイレージ 
 

予算額合計  ６２０，０００円 

＊テーマ「認知症を学ぼう」 
・講師 上野市民病院  
       院長 平尾先生 
 
決算額     ６，４００円 

 
参加者    ８２名 

 講師料    ３０，０００円 
 諸経費     ５，１１６円 
決算額    ３５，１１６円 

 
参加者   ２７名 

 健康推進部会 ７名 合計 34 名 
美旗駅－美旗神社－市民センター 
          １０km 
決算額    ２５，２０５円 

 
食生活改善推進協議会指導のもと

栄養に関する知識を学んだ。 
参加者１５名 
1.鮭のムニエル 
2.豆腐サラダ 
3.シチュー 
4.豆腐寒天 
5.ごはん 
決算額    ２１，３３６円 

 
実施回数     参加者 
初級２４回   ３２８名 
中級２４回   ２１８名 
男 １２回    ７７名 

チラシ及び懇親会代  
  
 
 
決算額    １７，８９６円 

 
胃がん２４名、肺がん３４名 
大腸がん２５名、子宮がん２６名 
乳がん４０名 計１４９名 
   弁当代 等 
 
決算額     ６，８９５円 

 
イベント登録については地域経営

室へ提出２９種目 

決算額合計  ４８５，１９１円 

たくさんのお客さんに来ていただ

き、ありがとうございました。 
令和６年度の健康講座もお客様を

よべる健康講座にしたいです。 
 
 
毎回参加される方がおられ、人気

があります。本年もその方達が中

心です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
生活習慣病を食事面から予防、改

善するためその知識および料理方

法を広め健康維持の手助けとす

る。 
 



 
住 民 交 流 部 会  

 

令和５年度事業計画 実     績 評価及び反省 

１．第２回 桔梗まつり 
子どもから大人まで地域住民が交

流し親睦を深める秋の行事とする。 
（期待する効果） 
・地域住民の方々が模擬店や催しに

中心となって参加することにより、

地域住民同士また会場に来てくれ

る人たちとの交流をはかる。 
・コロナウイルス感染拡大防止に配

慮し、安心安全の日常を取り戻すき

っかけとする。 
１）実施日 令和５年 10月 14日(土) 
２）実施場所  英心高校グラウンド

及び体育館 
３）実施内容 
① 模擬店・フリーマーケット 
② 吹奏楽部の演奏  
③ アトラクション  
④ 模擬店利用券の配付 

予算額 ９００，０００円 
 

２．ﾊｯﾋﾟｰﾆｭｰｲﾔｰ・ききょうﾌｪｽﾀ 
子どもたちが中心になる催しで新

年を祝うとともに、子どもたちの地

域活動への参加を促す行事とする。 
（期待する効果） 
子どもたちや近隣の人々が参加す

ることにより、地域住民同士の交流

を図り、共に住みよい地域づくりに

参加していこうとする意識を持つ。 
１）実施日 令和６年 1 月 7 日（日） 
２）実施場所 桔梗が丘市民センター 
３）実施内容 
① ワークショップ 
② 子ども向けイベント 
③ 赤飯の振る舞い  
④ お菓子の福袋 
 
予算額  １５０，０００円 

予算額合計 １０５０，０００円 

１．第２回 桔梗まつり 
１）令和５年 10 月 14 日（土） 

11 時～14 時 30 分 
２）英心高校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ及び体育館に

て開催。参加人数：約 3,500 人 
３）実施内容  
・模擬店は 35 店が出店。桔梗再発

見や英心高校ﾌﾞｰｽも盛況だった。 
・桔梗が丘中学校音楽部の演奏に

加え、英心高校三味線部の演奏、

地域の方々有志による『大きな古

時計』『桔梗が丘』の合唱も響かせ

ることができた。 
・ｱﾄﾗｸｼｮﾝは、よさこいｿｰﾗﾝ、ｼﾞｬ 
ｽﾞﾀﾞﾝｽ、ﾌﾗﾀﾞﾝｽ、伊賀琉真太鼓、 
ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ、｢おきつも鉄道｣等、盛 
りだくさんであった。 
・地域の全戸に３００円の模擬店 
利用引換券を配布。 
 決算額  １，０７７，５２７円 

 
２．ﾊｯﾋﾟｰﾆｭｰｲﾔｰ・ききょうﾌｪｽﾀ 
・実施にあたっては、世界のおも 
ちゃ体験を地域福祉部会、桔`ず広 
場は教育文化部会の協力を得て実 
施した。 
・ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞの感染拡大が懸念され 
たために、対面式の遊びや、世界 
のおもちゃ体験と桔`ず広場の入 
替え中止、赤飯持ち帰り、お菓子 
の屋台村をやめて福袋にまとめる 
等の対策をとって実施した。 
・参加者は１４７人（乳幼児３５ 
人、小中学生６３人、成人４９人） 
運営ｽﾀｯﾌとして５４人に協力して

いただいた。 
 
 

決算額  １１１，３２０円 
決算額合計 １，１８８，８４７円 

・会場のﾚｲｱｳﾄを変更して、模擬

店前の混雑が緩和できた。しか

し、ｲﾍﾞﾝﾄ案内や会場誘導に課題

があったので改善してく。 
・子ども神輿の巡行～足揃えを

定着させ桔梗まつりの始めを飾

るｲﾍﾞﾝﾄとして継続させていく。 
・模擬店のﾃﾝﾄを自前でお願いし

たところ出店者（ｷｯﾁﾝｶｰ含む）の

半分が応じてくれ、ﾃﾝﾄの準備作

業が助けられた。 
・ｼｬﾄﾙﾊﾞｽの運行経路に東地区を

加え、始発時刻を早めた。西ｺｰｽ

で乗り切れない人はいなかった

が、最終便は混雑していたので、

最終便の時刻を遅くする。 
・次年度の開催予定日 
令和 ６年 10 月５日（土） 

・場所：英心高校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ及び 
    体育館 
 
・参加人数は昨年度に比べ、小中

学生は変わらないが、乳幼児が８

名増えた。ｺﾛﾅ禍が明け少しずつ

参加者が増えている。 
・冬の厳しい寒さとなったが、幸

いｺﾛﾅｳｲﾙｽやｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞの感染状況

が比較的落ち着いていたので、参

加者は安心して会場内で過ごせ

たようである。 
・世界のおもちゃ体験と桔`ず広

場の活動時間９０分が確保でき

たのでゆっくり体験することが

でき、活動を十分楽しむことがで

きたと思われる。 
・次年度の開催予定日 
  令和 ７年 １月１２日（日） 
・場所：桔梗が丘市民センター 
 
 



 
教 育 文 化 部 会   

令和５年度事業計画 実     績 評価及び反省 

１ 桔’ずセミナー（第 19 回） 
  地域の子ども達が大人と共に

学びながら触れ合うことを目

的として開催。 
(1) 夏の桔’ずセミナー 
  ４講座 各４回実施 
(2) 冬の桔’ずセミナー 
  ４講座 １回実施 
(3) ニューイヤーフェスタの協力 
 
 
 
 
 
予算額：３５０，０００円 
 
 
2 青少年が語る｢こころの思い 

発表会」（第 27 回） 
現代の子どものこころの思い

を、作文発表を通じて地域の大

人に理解していただく。 
  桔梗内 3 小 各 3 名 

桔梗が丘中   6名 計15名 
  桔梗が丘中学校音楽部 
  冊子配布 
 
予算額：１８０，０００円 
 
 
3 ふるさと歴史ハイキング 
         （第 27 回） 

参加者が交流を図りながら、地

域の歴史や自然を学び、ふるさ

とを愛するこころを養う。 
 
 
予算額：６０，０００円 
 
予算額合計：５９０，０００円 

(1) 夏 7 月 27 日（木）  
8月 3日･10日･17日（木） 

料理 シェフに挑戦 
手芸 ショルダーバッグ 
科学 光とストローで遊ぼう 
囲碁 古典文化の囲碁 
参加延べ人数 児童 265 名 
大人 212 名 中高生 6 名 

(2) 冬 12 月 9 日（土） 
料理・手芸・科学・囲碁 

 参加 児童 57 名 大人 36 名 
(3) 桔梗まつり・ニューイヤーフ

ェスタに協力 
 
決算額：３０８，２６５円 
 
 
実施日 10 月 29 日(日） 

市民センター祭 2 日目 
作文発表者 小 9 中 6 計 15 名 
演奏者 桔梗中音楽部   65 名 
参観者 作文発表   約 150 名 
    演奏会    約 200 名 
西山教育長から講評をいただく。 
冊子：発表者、桔梗内各区、各校等 

計約 100 冊配布 
 

決算額：１３６，５０９円 
 
 
市民センターとの共催 
事前学習会：10 月 31 日（火） 
ハイク実施日：11 月 11 日（土） 
講師：両日とも門田了三先生 
見学先：夏見廃寺、積田神社、 

宇流冨志禰神社 
 
決算額：４３，１７０円 
 
決算額合計：４８７，９４４円 

(1) 多くのボランティアや中学

生、民生児童委員の協力を得る

ことが出来た。子どもたちの自

主的な活動も数多く見られた。 
(2) インフルエンザ流行で、感染

対策をとりながら実施 
夏･冬とも募集人数を若干減ら

しているが、来年度は増やす方

向で考えたい。 
(3) 集う･学ぶ･体験する･楽しむ 

を個に応じて実施できた。 
 
 
 
 
 
 
自分の思いをしっかり発表でき

たものが多かった。 
社会の動きや人権、頑張っている

こと、将来の夢等の発表により、

子どもたちへの理解が深まった。 
多くの小中学生が参観できたの

は大変良かった 
要約筆記を初めて自前で取り組

んだが、おおよそうまくできた。 
 
 
 
 
事前講習会であらかじめ見学先

について学習できた。 
3 つの見学先以外にもたくさん

の案内をいただき、近現代の名張

の歴史にも触れることができた。 
和気藹々と楽しく過ごせた。 
 



 
生 活 安 全 部 会   

令和 5 年度事業計画 実     績 評価及び反省 

１．普通救命講習会開催 
  （年度内 ２回開催） 
 
  予算額   ２，０００円 
 
２．防犯パトロールの実施 
 
  予算額  ３８，８００円 
 
３．命の笛贈呈 
 
  予算額  １５，０００円 
 
４．「地域の課題」を考える講演の開

催 
  
 
  予算額  ２０，０００円 
 
５．「生活安全標語の募集と展示 
  地域のコミュニティの輪を広 
  げることを目的として、区内の 

３小学校６年生を対象に募集 
する。 

  予算額  ７５，０００円 
 
６．「消火栓ホース格納箱」の維持 

 設置１０年以上経過分３ヶ所 
の検査及び塗装・部品補填 

 
  予算額  ６２，８００円 
 
７．桔梗が丘地区に防犯カメラを設

置する為の調査・準備 
 
  予算額  ３０，０００円 
  
予算額合計 ２４３，６００円  

令和 5 年１０月２1 日（土）４名 

令和６年 ３月１０日（日）８名 

    合 計     １２名 
  決算額   １，３３６円 
 
青色回転灯装着車１台月６回巡回

３コースに分け３０分～１時間 
  決算額  １９，６００円 
 
桔小 ６４個  東小 ３６個 
南小 ２３個 
  決算額  １１，２４２円 
 
「犯罪被害を考える講演会」 
・特殊詐欺の被害防止について 
・悪徳商法や詐欺の手口について 
 ９月９日（土）講演実施 
  決算額   ７，０００円 
 
桔梗が丘小学校   ８９名  
桔梗が丘東小学校  ３１名  
桔梗が丘南小学校  ３１名 
    合計   １５１名 
 
  決算額  ７５，５００円 
 
桔梗が丘８番町１区１８号公園 
桔梗が丘５番町１区７号公園 
桔梗が丘南３番町２号公園 
 
  決算額       ０円 
 
桔梗が丘２４自治会から防犯カメ

ラの設置場所を提出してもらう。 
 
  決算額       ０円 
 
決算額合計 １１４，６７８円 

累計開催数及び参加者数 
 ３４回  ４５９名 
 
 
 
巡回することで防犯の抑止にな

る。 
 
 
３小学校の入学児童の防犯に役

立つように。 
 
 
講師  名張警察署 大西氏 
寸劇  いが悪徳バスターズ 
  ８０名参加 
 
 
 
児童が標語を自ら書くことによ

って、交通の安全を認識する。 
市民センターギャラリーにて展

示を行う。 
期間 １１月１日～１１月１２日 
 

 
消火栓ホースの漏水の検査の結

果、異常は無く、塗装・部品補填

の必要も無かった。 
 
 
 
協議会、名張市、警察署、教育委

員会との議論、検討が必要。 



 
快 適 環 境 部 会  

令和５年度事業計画 実     績 評価及び反省 

Ⅰ．環境を守る活動 
  地域の環境を守り育てる 
 
１) 公園美化運動 
 地域事業部会のみどりの会と 
 地域ボランティアの皆様との 
 協働連携作業で桔梗の森公園 
 のクリーン活動は２ケ月に１ 
 回偶数月の、第１月曜日午前 
 ９時～１０時の間に行う。 
雨天の場合は中止とします。 

 
予算額    ５０，０００円 
 
２）桔梗が丘クリーン大作戦 
     （２０２３） 
名張クリーン大作戦に参加する

と共に、同作戦の趣旨に賛同し活

動した自治会、区を奨励する。 
 
予算額    ４０，０００円 
 
３）セアカゴケグモの駆除及び調

査、年２回（５月、１０月）の予定。 
地域内の保育園、幼稚園、３小学

校、南小学校区放課後児童クラブ

の６施設を駆除及び調査予定。 
 
 
 
 
 
 
 
予算額    ３０，０００円 
 
Ⅰの予算額計１２０，０００円 
 
 
 
 
 

 
 
 
・コロナ渦に注意し、森の中での 
作業は必ず２人以上で行動する 
様に指示をした（単独行動の禁

止）。（４，６，１０，１２）月実 
施。（８，２）月は雨天で中止。 
・参加者合計１１７名、 
・飲料水、市指定ゴミ袋、軍手、 
反省会、傷害保険、 

 
決算額    ６５，９６０円 
 
・６月４日（日）参加者３５名 
参加の皆さんで桔梗の森公園 
内と桔梗地内の幹線道路を 
２班に分かれゴミ回収作業を 
行い、啓発活動を行った。 

・（ゴミ袋は名張市より支給） 
決算額    ２７，０００円 
 
・駆除及び調査 
１回目（ 5 月 26 日、27 日） 
２回目（11 月 16 日、12 月 7 日）

参加者合計 33 名 
 ・桔梗が丘保育園 
・桔梗が丘幼稚園 
・桔梗が丘小学校 
・桔梗が丘東小学校 
・桔梗が丘南小学校 
・南小学校区放課後児童クラブ 
の６施設を実施しました。 

・殺虫剤、その他。 
決算額     １１，７２５円 
 
Ⅰの決算額計 １０４，６８５円 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
・安全な作業で無理をしない 
 清掃活動を行った。 
 
・コーヒータイムで作業後の 
情報交換を行い、親睦を深めた。 
 
 
 
 
 
 
・自治会、区参加団体：９団体 

・９団体✕３，０００円 
＝２７，０００円 

 
 
 
 
 
 
・駆除及調査する場所は、良く 
 陽の当る校舎建物や体育館 
 等の外壁、運動場の側溝等に 
生息している。今後も引き続 
き定期的に行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
快 適 環 境 部 会   

 
 

令和５年度事業計画 実     績 評価及び反省 

Ⅱ．環境を知る活動 
  地域の自然を楽しながら 

環境を知り環境を守る大切 
さを知る 

１）桔梗が丘南小学校児童の自然 
 体験学習支援 

  地域事業部会の(子どもたちと

地域の絆づくりの会及びみどり

の会)との協働連携。 
場所 東山ふれあいの森 
日程 １０月末日実施予定 
 

 予算額   １７０，０００円 
 
２）桔梗が丘付近の自然を知る 

活動 
バードウォッチング 

（桔梗の森公園付近散策） 
日程令和６年１月１３日(土） 
雨天の場合は１月２０日(土) 

 予算額    ３０，０００円 
 
３） ホタル観賞会 
場所 桔梗が丘 5 番町ｼｬｯｸﾘ川 
日時 ６月１０日（土） 
午後７時３０分～８時３０分雨

天の場合は６月１７日(土) 
 予算額    ２０，０００円 
 
４）｢季節の便り」の発行、掲示 
 年間４回程度桔梗が地内の生き 

物だよりや季節の見どころを桔

梗が丘市民センターや桔梗森公

園内の東屋で掲示紹介する。 
予算額     ３０，０００円 
 
Ⅱの予算額計 ２５０，０００円 
 
予算額（Ⅰ、Ⅱ）の合計      

  ３７０，０００円 

 
 
 
 
実施日 令和５年１１月８日（水） 
参加者合計    （１８１名） 
内訳 南小児童   １１１名 

学校関係    ２５名 
一般ボランティア４５名 

・冊子１２０冊、弁当代、携帯ト

イレ１式、山整備費、飲料水、 

傷害保険、救急薬品、その他 
決算額    １８４，１４６円 
 
開催日 令和６年１月１３日(土） 
・観察会終了後、市民センター 
ロビーで湯茶の接待を行う。 

・傷害保険、講師料、参加者粗品、 
 参加者 ３１名 
 
決算額     １１，６６０円 
 
・参加者９１名で賑わった。 
・令和４年の秋にカワニナ貝を放

流する（ホタル幼虫の餌）。 
・傷害保険、参加者粗品、その他、 

 
決算額     １１，５８６円 
 
（５，８、９，１）月に発行し掲

示を行った。 
・講師料、事務用品、その他、 
 
 
決算額     ２２，９３２円 
 
Ⅱの決算額計 ２３０，３２４円 
 
決算額（Ⅰ、Ⅱ）の合計     

     ３３５，００９円 

 
 
 
 
・次代を担う子どもたちが 

自然に触れる事を通じて環境

保全の大切さを学ぶことは非

常に有意義で有ると思う。 
 
 
 
 
 
 
・令和５年度より雨天の場合予

備日を設けた。 
・桔梗の森公園内の富士講田 
 池に多くのカモが飛来し楽し

く観察する事が出来た。 
 
 
 
・令和５年度より雨天の場合 
予備日を設ける。 

・６月１日桔梗が丘南小学校 
３年生児童にホタルと自然環

境の大切さについて講話を行

う。 
 
・普段見る事が出来ない珍らし

い鳥や花、動物が紹介され好評

を得ている。 
 
 
 
 
 

 



 
地 域 福 祉 部 会   

令和５年度事業計画 実     績 評価及び反省 

１．高齢者、障がい者等への友愛訪

問活動 
 
 
  予算額   ４０，０００円 
 
２. 年末友愛訪問 
 
 
 
 
 
 
 予算額  ３００，０００円 
 

３．桔梗が丘「陽だまりのつどい」 
 
   
 
 

予算額  ２３０，０００円 
 

４．いきいきサロン 
 
  予算額  ４４０，０００円 
 
５.障がい者グループホーム交流会 
 
 
 

予算額   ４０，０００円 
 

６．ききょうなかよし広場 
 
 
  予算額   ６０，０００円 
 

予算額合計 
   １，１１０，０００円 

毎月第３金曜日定例会後「陽だ

まり」を持って対象者宅を訪問 

1 回あたり約 1,600 枚で回覧を

含め年間約 20,000 枚を印刷 
 決算額   ２６，２００円 
 
 プレゼント（チョコレート）を 
 持って対象家庭を訪問 
 ・７５歳以上の 1 人暮らし世帯 
 ・７５歳以上の高齢者のみ世帯 
 ・重度の寝たきりや認知症の方 

  等、特に見守りの必要な世帯 
（1,008 世帯 前年比 83 世帯増） 
 決算額  ３２４，５７６円 
 
令和５年６月２日（日）実施 
桔梗が丘市民センター講堂 
午前・午後の２部制 
参加者数  226 名 

     （高齢者 167 名） 
決算額  ２０７，９１７円 

 
地域内１３か所でそれぞれの実

情に合わせ計画を立て実施 
決算額  ４４０，０００円 

 
令和５年 10 月１日（日）実施 

 桔梗が丘地区にある３か所の障

がい者グループホームの方を招

き交流 
決算額   ３６，８００円 
 
毎月１回第３火曜日実施 
桔梗が丘市民センター講堂 
未就園児とその保護者が参加 
決算額   ６０，２７１円  

 
決算額合計 

    １，０９５，７６４円 

・できるだけ声をかけ安否確認

をしている 
・活動に理解を深めてもらうた

め年６回、各地域で回覧しても

らっている 
 
・ささやかなプレゼントである

が喜んでもらっている 
・団塊の世代が対象になり始め

今後も対象人数の増加が予想

される 
 
 
 
 
・多くの人が年１回の集いを楽

しみに参加してくれている 
・準備や会場までの安全面を考

え、桔梗が丘市民センター講堂

で午前午後２回に分け実施 
 
 
・地域での孤立を防ぎ、つながり

を深める機会となっている 
 
 
・普段地域との交流や外出も少

なく、この行事を楽しみにして

くれている 
 
 
 
・保護者の育児相談、友達づくり

の場になっている 
 
 
 



別紙２−１令和５年度協議会会計決算書

令和5年度 協議会会計 決算書
収入の部 （単位：円）

項 予算 決算 差額 摘　　　　要

 １ 会費 1,000,000 1,043,200 43,200 地区会費
 ２ 交付金 5,169,000 5,169,000 0 ゆめづくり地域交付金

5,107,200 5,107,200 0 コミュニティ活動費
300,000 300,000 0 事務局経費

4,700,000 4,700,000 0   〃
568,000 577,770 9,770 社会福祉協議会

15,844,200 15,853,970 9,770 
 ３ 補助金 120,000 160,000 40,000 いきいきサロン
 ４ 雑収入 415,000 256,075 △ 158,925 生活習慣病予防普及

50,000 44,000 △ 6,000 軽トラック利用料
4,918,000 4,954,000 36,000 人件費負担,お助け応援分
1,000,000 1,000,000 0 

23,347,200 23,311,245 △ 35,955 
1,565,148 1,565,148 0 

24,912,348 24,876,393 △ 35,955 

支出の部

項 予算 決算 差額 摘　　　　要

 １ 人件費 10,224,000 10,159,700 △ 64,300 職員給料
0 0 

100,000 128,599 28,599 労災 雇用保険
10,324,000 10,288,299 △ 35,701 

 ２ 総務費 738,400 548,000 △ 190,400 敬老の祝い品
450,000 405,200 △ 44,800 各委員会、部会会議出席
250,000 249,448 △ 552 定時総会冊子作成
50,000 49,180 △ 820 教育文化部 研修

300,000 300,000 0 消防団桔梗が丘班活動
150,000 0 △ 150,000 
500,000 298,387 △ 201,613 コピー代他
200,000 173,193 △ 26,807 任意保険他
150,000 130,000 △ 20,000 お助けセンター
80,000 35,966 △ 44,034 銀行振込手数料他

2,868,400 2,189,374 △ 679,026 
 ３ 企画運営費 400,000 78,000 △ 322,000 農楽園補助金他
 ４ 広報費 1,800,000 1,772,025 △ 27,975 ききょう通信
 ５ 健康推進費 620,000 485,191 △ 134,809 らくらく体操 健康ﾊｲｷﾝｸﾞ
 ６ 住民交流費 150,000 111,320 △ 38,680 ﾊｯﾋﾟｰﾆｭｰｲﾔｰﾌｪｽﾀ

900,000 1,077,527 177,527 桔梗まつり
1,050,000 1,188,847 138,847 

 ７ 教育文化費 590,000 487,944 △ 102,056 桔っずｾﾐﾅｰ 他
 ８ 生活安全費 243,600 114,678 △ 128,922 防犯ﾊﾟﾄﾛｰﾙ他
 ９ 快適環境費 370,000 335,009 △ 34,991 里山体験学習冊子他
１０地域福祉費 1,110,000 1,095,764 △ 14,236 陽だまりのつどい、友愛訪問
１１積立金 0 0 
１２予備費 429,148 1,734,062 1,304,914 
１３コミュニティ活動費 5,107,200 5,107,200 0 

24,912,348 24,876,393 △ 35,955 

 ＜予算の流用について＞
  当初予算をオーバーする項目については、規程第２０条に基づいて流用しております。

財政調整積立金

総　　　合　　　計

ロ 夏まつり費

小　　　　計

　事業費

　事業費

　事業費

　事業費

イ 事業費

４ 研修費

５ 防犯防災費

６ 備品購入費

７ 事務費

８ 車両費

９ 地域事業部補助

10 雑費

小　　　　計

　事業費

　事業費

　事業費

３ 会議費

 ６　繰入金(財政調整積立金)

合　　　　　計

 ７ 繰越金

総　　合　　計

目

１ 給与・手当

２ 報酬

３ 社会保険料

小　　　　計

１ 事業費(敬老費含む）

２ 費用弁償費

 ５ 負担金

目

　会費

１名張市交付金基本額

２ 〃(加算額）

３ 〃(特別交付金）

４〃(人件費）

５市社協交付金

小　　　計

市社協補助金

１雑収入

２車両使用料



別紙２－２　令和５年度末の財産目録及び積立金残高報告書

協議会会計

１、財産目録(令和6年3月31日）

（単位：円）

245,793 未払金（※）

1,488,269 正味財産 1,734,062

1,734,062 合　　計 1,734,062

２、令和５年度（R6.3.31）末の積立金残高（＝定期預金残高）

（単位：円）

財政調整積立金 自然災害積立金 車輛買換積立金 有事の助け合い基金

2,501,065 1,501,065 1,912,847 417,878

増加 （積立）

（利息） 43 26 33 7

計 43 26 33 7

1,000,017

1,501,091 1,501,091 1,912,880 417,885

（※）取崩額　1,000,017円のうち1,000,000円は"協議会会計決算書″収入の部

　　　６．繰入金（財政調整積立金）に記載の通りです。

　　　又、17円は"協議会会計決算書″収入の部 ４.雑収入の１．雑収入256,075円に含んでいます。

前期末残高

減少（取崩）

期末残高

資　産　の　部 負債及び正味財産の部

現　　　金

預　　　金

合　　　計

（定  期  預  金）
[7003472]

（※）



 

議案第２号 令和５年度地域事業部会事業報告及び特別会計決算の承認に関する件 

 

 令和５年度の地域事業部会事業報告及び特別会計決算の報告を次のとおり行います。 
       １．地域事業部会 ほっとまち茶房ききょう 
       ２．地域事業部会 子どもたちと地域の絆づくり 
       ３．地域事業部会 みどり環境整備保全（桔梗が丘みどりの会） 
       ４．地域事業部会 ききょう農楽園 
       ５．地域事業部会 桔梗が丘お助けセンター 
 
 別紙３ 令和５年度協議会会計決算監査及び業務監査報告書 
  



１．地域事業部会 令和５年度ほっとまち茶房ききょう事業報告及び特別会計決算報告 
 

令和５年度は、新型コロナウイルス感染症の５類移行に伴い市民センターの利用者も増加したこと

で茶房の利用者も増加しました。ただ市民センター利用者以外の利用者数は少なく横ばい状況にあり

ます。 

７月「シリウス・七夕コンサート」１２月「シリウス・クリスマスコンサート」１月の三重県警察

音楽隊「新春安全安心コンサート」を開催して住民皆様に喜んで頂きました。 

ロビー内のパネル作品展示については、「干支の絵馬展」「十人十色展」「保育園園児作品展」

「桔梗が丘小学校地域貢献委員会調査資料展」を開催して多くの住民の皆様に観賞して頂きました。 

中柱の「ほっとまち茶房ききょうギャラリー」の作品展示についてもサークル団体の協力を頂き、

素晴らしい作品を展示し住民皆様に観賞して頂きました。 

歌声喫茶については、毎月一回の定期開催は演奏者の出演自粛等で実施が出来ませんでした。 

ききょう農楽園の農産物の販売については、年間１３日間実施しました。 

名張市社会福祉協議会が取り組まれている「食糧等支援」「能登半島地震災害義援金」活動にも 

協力して取り組みました。 

 

令和５年度開業日数    ２２５日 

１日平均売上額    ３，２００円 

 

令和５年度ほっとまち茶房ききょう特別会計決算書 

収入の部                                  （単位：円） 

区分 予算額 決算額 摘要 

利用料収入 ６３０，０００ ７２８，５００ コーヒー等 ７，２８５杯 

市社協補助金 ５０，０００ ５０，０００ 補助金、共同募金還付金 

前年度繰越金 ６７，１８４ ６７，１８４ 令和４年度繰越金 

雑収入 ０ ０ 預金利息 

積立金取り崩し ０ １２９,８００ 茶房備品等購入資金積立 

   合 計 ７４７，１８４ ９７５，４８４  

支出の部                                  （単位：円） 

区分 予算額 決算額 摘要 

    

運営経費    ７１７，１８４ ７４８，６５１ 材料費、交通費実費弁償、消耗品等 

積立金 ３０，０００ ３０，０００ 茶房備品等購入資金積立 

パソコン購入 ０ １２９，８００ ノートパソコン１台購入 

能登半島地震災害義援金         ０ １０，０００ 日本赤十字社を通じ被災地に贈る 

次年度繰越金 ０ ５７，０３３  

合 計 ７４７，１８４ ９７５，４８４  

・令和５年度ほっとまち茶房ききょう積立金決算書             (単位：円)  

令和４年度末残高 令和５年度積立 預金利息 令和５年度支出 令和５年度末残高 

５４２，９２２ ３０，０００ ４ １２９，８００ ４４３，１２６ 
   



２．地域事業部 令和５年度子どもたちと地域の絆づくり事業報告及び特別会計決算報告 

 

 令和５年度においては、これまで１０年間取り組んできた通学路花いっぱい運動を桔梗が丘地内３

小学校あげて取り組み、春秋の花苗育成及び花のプランター設置を行い、子どもたちの安全と豊かな心

の成長を目指し取り組みました。また、７年目を迎えた東山ふれあいの森での森林環境教育推進事業自

然体験学習については、令和５年度において桔梗が丘南小学校４・５・６年生児童を対象に当日 111 名

が参加し、身近なところにある豊かな自然環境について学ぶことができました。この取り組みは、桔梗

が丘自治連合協議会の快適環境部会・みどりの会をはじめとしたスタッフの皆さんや森林づくり三重の

ボランティアの協力を得て実施できており、厚く感謝するものであります。 

 また、令和４年度に桔梗が丘地内の３小学校の通学安全見守りを行っているボランティアスタッフの

連絡協議の場を設けたことを起点に、桔梗が丘地域でのコミュニティースクールの取り組みについて一

層の充実を図るべく、コミュニティースクール活動の担い手となる 3 小学校の学校運営協議会長及び企

画運営委員長に集まっていただき、それぞれの取り組みの情報交換を行うとともに、令和 6 年度から絆

づくり事業連絡協議会がその調整役を果たしていくべく組織改編を行うことを確認しました。 

 事業予算については、「名張市放課後子ども教室事業」委託費及び「みえ森と緑の県民税市町交付金活

用事業」補助金の交付を名張市より受け、効果的な事業推進を図ってまいりましたが資材の値上がり等

から若干財源が不足し、桔梗が丘自治連合協議会負担金を増額していただきました。 

 

令和５年度子どもたちと地域の絆づくり事業特別会計決算報告書 

収入の部                                  （単位：円） 

区分 予算額 決算額 備考 

委託費 １７２，０００ １７２，０００ 名張市放課後子ども教室事業 

補助金 １００，０００ １００，０００ 
みえ森と緑の県民税市町交付金

活用事業 

自治連合協議会負担金  ３０，０００  ５０，０００ 
 

寄付金       ０  １４，５８８ ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ実費報償費等より寄付 

合計 ３０２，０００ ３３６，５８８  

支出の部                                  （単位：円） 

区分 予算額 決算額 備考 

報償費  ７２，０００  ７２，０００ サポーター、ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ実費報償費 

需用費 

    
２３０，０００ ２６４，５８８ 

花、苗、土、資材、肥料 163,977 

環境教育推進事業用品 18,901 

印刷製本費、81,510 

委託契約印紙、200 

合計 ３０２，０００ ３３６，５８８  

 



３．地域事業部 令和 5 年度みどり環境整備保全（桔梗が丘みどりの会）事業実績報告及び 
特別会計決算報告 

 桔梗が丘地内には、桔梗の森公園（１０号公園）、鳴滝公園（１１号公園）、野鳥公園（西５号公園）

をはじめとして多くの自然緑地が残されており、桔梗が丘のまちづくりにかけがえのないものとなって

いる。しかし面積も広く名張市の管理だけでは充分いきとどいていないのが現状である。そこで、こう

いった環境を整備保全する目的で、桔梗が丘自治連合協議会地域事業部組織として、〞桔梗が丘みどり

の会〞を組織し、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌにより取り組んでいる。桔梗が丘みどりの会では、令和５年度においても

下記のとおり取り組んだ。 
（１） 桔梗が丘地内の近隣公園及び緑地の整備保全活動の実施 

    桔梗の森公園（１０号公園）を中心において、枯木の伐採処理、除草、園路整備、希少植物保護、

植樹した樹木保全の作業を毎月定例的に年間延べ２１回実施した。 

（２） 桔梗の森公園（１０号公園）においては、名張市からの委託を受け年間２０回の作業時に清掃活

動を行った。また、コナラ・マツ等の枯木が多く、散策する市民への危険も考えられることから

名張市の委託を受け数多くの枯木を伐倒処理した。 

（３） 東山ふれあいの森においての環境教育推進事業の取組 

   子どもたちと地域の絆づくり事業連絡協議会及び快適環境部会並びに桔梗が丘南小学校と連携  

し、さらに森林づくり三重の協力を得て、東山ふれあいの森において１１月８日(水)桔梗が丘南 

小学校児童を対象に子どもたちが里山にふれその大切さを学ぶ環境教育推進事業に取り組んだ。 

（４） 住民交流部会と連携し英心高校の校舎地の除草活動に協力した。また、快適環境部会とも連携し

バードウォッチングに先んじて桔梗の森公園内コースの除草活動を行った。 

（５）桔梗の森公園（１０号公園）を中心とした上記の活動については、みえ森と緑の県民税市町交付

金活用事業補助金の助成を受けた。 

 

令和５年度 みどり環境整備保全事業桔梗が丘みどりの会事業特別会計決算書 

収入の部                                 （単位：円） 

  区 分   予算額   決算額 摘 要 

委託料 １７９，２００ ３７６，２００ 
名張市１０号公園清掃作業委
託料 79,200 
伐採作業委託料 297,000 

みえ森と緑の県民税
市町交付金 

２４０，０００ ２４０，０００ 名張市補助金 

雑収入    ３，０００   ３，００９ 実費報償費・利息 

繰越金 ８２，９３３  ８２，９３３ 前年度（令和４年度）より繰越 

合 計 ５０５，１３３ ７０２，１４２  

支出の部                                  （単位：円） 

「令和５年度機械施設修繕整備積立金決算」 
令和４年度末決算 積立金額         ４００，０００円 
令和５年度取崩額                    ０円 
令和５年度積立額              ２００，０００円 
令和５年度末決算 積立金額         ６００，０００円 

  区 分   予算額   決算額 摘 要 

需用費・備品購入費

等 
４５０，１３３ ３５８，３３４ 

みえ森と緑の県民税交付金事
業分２５３，００３ 
一般分１０５，３３１ 

保険料 １５，０００   ９，８００ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌ保険料 

報償費  ４０，０００  ４１，０００ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌ実費報償 

積立金       ０ ２００，０００ 機械施設修繕整備積立金 

繰越金    ― ９３，００８ 次年度への繰越金 

合 計 ５０５，１３３ ７０２，１４２  



４．地域事業部 令和５年度ききょう農楽園事業報告及び特別会計決算報告 

 

ききょう農楽園は、本年度も農薬を使用しない根菜類を中心に栽培し、地域住民に提供してきまし

た。主催イベントとして実施した『ジャガイモ収穫祭』と『サツマイモ掘り体験』には、家族連れの

参加で盛況となり、子どもたちに収穫体験をしてもらいました。かがやきフェスタでは、サツマイモ

等を提供し、子どもたちに喜んでもらいました。 

秋に開催された桔梗まつりに、ききょう農楽園のブースを出店しました。収穫した新鮮な野菜は『ほ

っとまち茶房ききょう』で販売、お助けセンター配食部会への食材の提供などを行い、ききょう農楽

園の野菜を多くの地域住民に提供することができました。また、協議会の支援を受けて壊れた資機材

を購入しました。 

ききょう農楽園は、市民農園の活動を通して、地域住民のふれあい交流を図り、健康づくり、ＳＤ

Ｇｓに寄与しています。ききょう農楽園では、一緒に活動されるメンバーを募集中です。先ずは、一

度お試し参加をしてください。 

 

令和５年度ききょう農楽園事業特別会計決算書 

収入の部                                （単位：円） 

区  分 予 算 額 決 算 額 摘 要 

会  費 ６４，０００ ６９，０００  

売上金 ６０，０００ １０９，１５０  

助成金 ０ ３０，０００ 企画運営委員会より  

雑収入 １１４ ３，０００ 放課後子ども事業等 

繰越金 ５３，８８６ ５３，８８６   

合 計 １７８，０００ ２６５，０３６  

 

支出の部                                （単位：円） 

区  分 予 算 額 決 算 額 摘 要 

消耗品費 ７０，０００ １５２，７５６ 農機具小屋資材購入等 

雑費 ５０，０００ ３１，０１１ 種、苗、肥料等 

積立金 ０ ３０，０００  

予備費（繰越金） ５８，０００ ５１，２６９ 次年度繰越 

合 計 １７８，０００ ２６５，０３６  

 
令和５年度積立金                            （単位：円） 

区  分 修繕整備積立金 

令和４年度末残高 １７５，０００ 

令和５年度積立金 ３０，００２ 

令和５年度末残高 ２０５，００２  



５．地域事業部会 令和５年度桔梗が丘お助けセンター事業報告及び特別会計決算報告 
 

 令和５年度、桔梗が丘お助けセンターの日常生活・外出・配食の３部門に新メンバーの加入があ

り、人材不足の解消とはなりませんが、現状を維持する体制を確保できました。ボランティア登録

のお願いのチラシを全戸に配布し、多くの方に実情を知ってもらうことができました。 
お助けセンター事務局に配置された事務局職員と支援スタッフの連携により、業務を進めること

ができました。 
 物価高騰による食材費等の負担増に対して、名張市及び社会福祉協議会から昨年に続き助成金が

交付され、円滑に対応できました。 
 各部門の実績は、次のとおりです。 

１．日常生活支援サービス 
  作業実施件数４１件 

（内訳 庭管理［２７］件 大工仕事 ［６］件 家具移動［６］件 その他［２］件） 
２．外出支援サービス 

   利用者登録７０名  利用件数１，１４６件（延２，２４２回） 
  行先の内訳  医療機関７９２件６９％ 
３．配食サービス 

   利用者登録９９名 
  延利用件数７，４２９食 （毎週月、水、金曜日） 

 
令和５年度桔梗が丘お助けセンター事業特別会計決算書 

収入の部                               （単位：円） 
区  分 予算額 決算額 摘  要 

市補助金 １，５００，０００ １，８０９，０００ 物価高騰補助金含む 
社協助成金 ８００，０００ ９７２，９００ 物価高騰補助金等 
自治連合協議会負担金 １００，０００ １００，０００  

利用料 ４，６７０，０００ ４，８７０，７００ 
日常生活支援 123,000 円 
外出支援 1,024,200 円 
配食支援 3,723,500 円 

雑収入 ８６９ ２３２，８２０  
前期繰越金 ６７３，１３１ ６７３，１３１  
合計 ７，７４４，０００ ８，６５８，５５１  

支出の部                               （単位：円） 
区  分 予 算 額 決 算 額 摘  要 

総 務 費 １，３６４，０００ １，３９４，８４８  
日常生活支援 ２２０，０００ １２８，０４４  
外出支援費 ９６０，０００ １，１６６，３９２  
配食支援費 ４，８５０，０００ ５，０８７，８４６  
積 立 金 ０   
予 備 費 ３５０，０００   
繰 越 金  ８８１，４２１  
合   計 ７，７４４，０００ ８，６５８，５５１  

令和５年度積立金                           （単位：円） 
 設備及び備品等修繕整備積立金 公用車購入積立金 
令和４年度末残高 ５９０，０６１ １，１００，２１６ 
令和５年度積立金 １０ ２０ 
令和５年度末残高 ５９０，０７１ １，１００，２３６   



別紙３    令和５年度桔梗が丘自治連合協議会会計決算監査及び業務監査結果 
 
 桔梗が丘自治連合協議会規約第１０３条に基づき、令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの

事業年度の会計書類について監査を行ったので、その結果を下記のとおり報告します。 
 
１．監査実施日 

令和６年４月１５日（月）、１６日（火）、２０日（土） 於：桔梗が丘市民センター 
 
２．監査の結果 
 
（１）協議会会計決算監査 
  桔梗が丘自治連合協議会会計決算について、会計帳簿等関係書類を確認し、監査した結果、内容に齟

齬が無いことを確認しました。 
  しかし、委員会・部会の事業報告書と会計決算書との間に整合性が取れていないところや会計処理規

程に異なる処理がされているところが散見され、改善が望まれます。 
また、決算での正確性を担保するための手法の構築が必要です。 

 
（２）地域事業部会会計決算監査 
  地域事業部会会計決算について、会計帳簿等関係書類を確認し、監査した結果、適正に処理されてい

ることを認めます。 
  しかし、特別会計については、基準が示されておらず、協議会の手続き基準を早急に作成すべきと考

えます。 
 
（３）協議会業務監査 
  桔梗が丘自治連合協議会の活動については、各委員会、各事業部会並びに各地域事業部会において、

多くの事業を実践し、“ほっとまち”構想の実現に取り組まれていることを高く評価します。 
  また、これらの活動に関わる皆様におかれましては、ボランティアとして日々活動されていることに

敬意を表するものであります。 
  桔梗まつりについては、２年続けて予算をオーバーしており、内容の見直しが求められます。 
  各委員会、部会、地域事業部会共に、高齢化が進み、一部支障も見受けられており、人材の育成及び

確保に向けた取り組みが求められている中、お助けセンターにおきましてはボランティア登録のお願

いのチラシを配布した結果、新メンバーの加入があり、さらに進められたいと考えます。 
  地域事業部会におきましては、自主運営されているところは高く評価されるものです。 
  一方、地域事業部会が設置されて２年が経過していますが、規約に記載されている業務範囲の制定が

されていません。早急に制定すべきと考えます。 
 

                         令和６年４月２０日 

                              監事 鶴田 外志夫 ○印  

                              監事 白岩  昌紀  ○印  



 
 
議案第３号 令和５年度市⺠センター事業報告及び市⺠センター会計決算の 

承認に関する件 
 
 
別紙４  令和５年度市⺠センター生涯学習事業報告書 
別紙５−１令和５年度市⺠センター会計決算書 
別紙５−２令和５年度末の財産目録及び積立金残高報告書 
別紙６  令和５年度市⺠センター会計決算監査及び業務監査報告書 



別紙４     令和５年度桔梗が丘市民センター生涯学習事業報告書 

 

学 級・教 室 

名 称 開催日或いは回数 講師及び参加者数 決算（円） 主な内容 

伊賀組みひも 

体験教室 

・５月２０日(土) 

   

・参加者数 １６名 

・講師 中内 中 氏 

 

予）80,000 

実）34,000 

組みひもの編み方を

体験実習。ｵﾘｼﾞﾅﾙのﾐ

ｻﾝｶﾞを作成 

ロープワーク

を学ぶ 

・実施せず  予   5,000 

実）     0 

講師の都合があわず

断念 

天体観察会 ・１１月１８日（土） 

 

 

・参加者数：４７名 

・講師 ｱｽﾄﾛﾌｫｰﾗﾑ 
予）10,000 

実）10,000 

秋の星座を天体望遠

鏡で観察。 

今年もやります

よくバリ 

青春体操 

・毎月 ２回 

 第２、第４木曜日 

 

・４０～５０名/１回 予）24,000 

実）18,000 

参加者の要望に応え、

５年目を迎え、無理な

く健康増進をめざす。 

 

講  座 

名 称 開催時期と回数 講師及び参加者数 決算（円） 主な内容 

名張を学び 

史跡を巡る 

 

    

・事前学習会 

１０月３１日（火） 

・フィールドワーク 

１１月１１日（土） 

・参加者数 ３４名 

・講師 門田 了三 氏 

 

 

予）10,000 

 

実） 1,142 

「隠（なばり）を知

る・学ぶ・確かめる」

をキーワードにした

歴史学習 

（教育文化部会と共催） 

名張川の治水

について学ぶ 

 

・学習会 

６月３０日（金） 

・フィールドワーク 

７月 ５日（水） 

・センター講堂 

 ５０名 

講師 木村龍之介氏 

・川上ダム見学 

定員：２５名 

予)      0 

 

実） 2,289 

 

名張市の治水の「現

状と課題について」

学ぶ。 

川上ダムを見学し役

割について学ぶ。 

 

行  事 

名 称 開催時期と回数 場所と参加者数 決算（円） 主な内容 

映画鑑賞会 
・８月 ６日（日） 

・２月２３日（金） 

・講堂  約８０名 予) 15,000 

実)  4,491 

話題作と親子で楽し

める映画を上映 

プチ 

コンサート 

 

・１２月 1６日（土） 

 

・講堂  約１００名 

 （延べ 約２００名） 
予) 70,000 

 

実）80,000 

・名張高校吹奏楽部 

・名張青峰高校 

    吹奏楽部 

箏曲部 

・桔梗が丘中音楽部 

市民センター祭 

・１０月２８日（土） 

 １０月２９日(日)  

・サークル発表 

舞 台 21 ｻｰｸﾙ 

 展 示 14 ｻｰｸﾙ 

・舞台二日目 

こころの思い発表会 

桔梗中音楽部演奏 

予)130,000 

 

実）157,257 

・舞台発表 
・作品展示 

 

・作文発表＆演奏 

・バザー 
 



別紙５−１ 令和５年度市⺠センター会計決算書

令和5年度 市⺠センター会計 決算書

収入の部 （単位：円）

項 予算 決算 差額 摘    要

11,679,822 11,679,822 0 管理業務受託

２　利用料 2,500,000 2,611,826 111,826 サークル他センター利用料

650,000 918,189 268,189 自治会他コピー代

3,150,000 3,530,015 380,015 

３ その他収入 30,000 1,009,694 979,694 光熱費高騰対策補助金

14,859,822 16,219,531 1,359,709 

４　繰入金 0 0 0 

293,000 207,000 △ 86,000 お助け配食部負担

15,152,822 16,426,531 1,273,709 

993,157 993,157 0 

16,145,979 17,419,688 1,273,709 

支出の部

項 予算 決算 差額 摘    要

１　管理費 700,000 874,416 174,416 コピー用紙、インク

4,000,000 4,026,441 26,441 電気、ガス、水道

600,000 541,607 △ 58,393 駐車場門扉修理、南手すり設置

100,000 109,564 9,564 

3,200,000 3,345,807 145,807 夜間警護、館内清掃

500,000 467,850 △ 32,150 移動式パネル他

800,000 780,792 △ 19,208 印刷機リース代

150,000 155,325 5,325 保険、定期点検、燃料費

10,050,000 10,301,802 251,802 

２　運営費 100,000 90,000 △ 10,000 生涯学習講師料、プチコン謝礼

0 0 0 

0 0 0 

30,000 25,788 △ 4,212 ハガキ、切手

250,000 244,035 △ 5,965 生涯学習、プチコンサート他

20,000 27,961 7,961 振込手数料他

400,000 387,784 △ 12,216 

３　負担金 4,700,000 4,700,000 0 

４　積立金 0 0 0 

0 0 0 

4,700,000 4,700,000 0 

781,000 841,500 60,500 

６　予　備　費 214,979 1,188,602 973,623 

16,145,979 17,419,688 1,273,709 総　　　合　　　計

３　印刷製本費

４　郵便料

５　事業費

６　雑費

小　　　計

　人件費負担金

　車両購入

　設備・備品購入

小　　計

５　消　費　税

（繰 越 金）

２　旅費

目

１　消耗品費　　　

２　光熱水費　　　

３　修繕料

４　電話料

５　委託手数料

６　備品購入費

７  使用料及び賃借料

８　車両費

小　　　計

１　報償費

総　　　　合　　　　計

目

１　指定管理料

１ センター利用料

２ コピー利用料

小　　　計

 雑収入

小　　　　　計

１ 積立基金

２ 光熱費負担金

　　　　　合　　　　　計

５　繰   越   金



別紙５－２　令和５年度末の財産目録及び積立金残高報告書

市民センター会計

１、財産目録(令和6年3月31日）

（単位：円）

216,561 未払金（※） 451,800

1,423,841 正味財産 1,188,602                       

1,640,402 合　　計 1,640,402

※ 未払金は 　「消費税　451,800」

２、令和５年度末（R6.3.31）の積立金残高（＝普通預金残高）

（単位：円）

周年事業積立金 設備・備品購入積立金 車輛購入積立金

（普通預金）
[622269]

（普通預金）
[622241]

（普通預金）
[622255]

1,274,592 601,440 1,120,157

増加 （積立）

（利息） 12 5 10

計 12 5 10

1,274,604 601,445 1,120,167

前期末残高

減少（取崩）

期末残高

資　産　の　部 負債及び正味財産の部

現　　　金

預　　　金

合　　　計



別紙６     令和５年度桔梗が丘市民センター会計決算監査及び業務監査結果 
 
 
 桔梗が丘自治連合協議会規約第１０３条に基づき、令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの

事業年度の会計書類について監査を行ったので、その結果を下記のとおり報告します。 
 
１．監査実施日 

令和６年４月１５日（月） 於：桔梗が丘市民センター 
 

 
２．監査の結果 
 
（１）市民センター会計決算監査 
  市民センター会計決算について、会計帳簿等関係書類を確認し、監査した結果、内容に齟齬が無いこ

とを確認しました。 
しかし、会計処理が会計処理規程に規定されているとおりに処理されていないところがあり改善が

求められます。 
 
（２）市民センター業務監査 
  市民センターの活動については、数多くの催しものを実施することができたことは高く評価するも

のであります。 
  また、生涯学習の拠点として、積極的な地域活動の場を提供して地域社会づくりに取り組んでいるこ

とに理解を示すものであります。 
市民センターは地域づくりの拠点であり、地域の課題やニーズに応える拠点となることを市民セン

ター事業として一層取り組むことをお願いしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         令和６年４月１５日 

                              監事 鶴田 外志夫 ○印  

                              監事 白岩  昌紀  ○印  

 



議案第４号 桔梗が丘自治連合協議会副会長・理事交代の承認に関する件 
 
 

 
 

 氏   名 役   職 

 就任する副会長・理事 

藤 本  勝 
自治連合協議会副会長 
総務委員長 

 白 岩 昌 紀   自治連合会第２ブロック幹事 

 吉 岡 和 男   自治連合会第３ブロック幹事 

高 木 克 典 自治連合会第４ブロック幹事 

退任する副会長・理事 

坪 香  昭 
自治連合協議会副会長 
自治連合会第３ブロック幹事 

高 野 賢 次   自治連合会第２ブロック幹事 

林   照 久 自治連合会第４ブロック幹事 

  

 新たに就任する理事・監事の任期は協議会規約第３０条及び第９１条の規定により、令和

７年度定時総会の終結時迄となります。 
 
  



             桔梗が丘自治連合協議会関係者名簿 
 
                 会⻑・副会⻑・理事・監事 

 役職名 氏   名 備   考 

１ 会 長 大垣 孝彦 自治連合会代表幹事 

２ 副会長 関田  昇    
自治連合会副代表幹事 

自治連合会第１ブロック長 

３ 副会長 藤本  勝 総務委員会委員長 

４ 理 事 ＊白岩 昌紀 自治連合会第２ブロック幹事 

５ 〃 ＊吉岡 和男 自治連合会第３ブロック幹事 

６ 〃 ＊高木 克典 自治連合会第４ブロック幹事 

７ 〃  藤本  勝 総務委員会委員長 

８ 〃 辻森 保蔵 企画運営委員会委員長 

９ 〃 喜多  勲 広報委員会委員長 

１０ 〃 吉村 末好 健康推進部会長 

１１ 〃 廣岡 貞之 住民交流部会長 

１２ 〃 南園 真純 教育文化部会長 

１３ 〃 武仲 元男 生活安全部会長 

１４ 〃 上田  博 快適環境部会長 

１５ 〃 村田 憲子 地域福祉部会長 

１６ 〃 福森  讓 
地域事業部会 子どもたちと地域

の絆づくり連絡協議会会長 

１７ 〃 山本 雅信 
地域事業部 桔梗が丘お助けセン

ター代表 

１８ 〃  松岡 雅啓 
桔梗が丘市民センター長・ 

桔梗が丘南市民センター長 

１９ 〃   川井 勝義 会計責任者 

２０ 監 事 鶴田 外志夫  

２１ 〃  白岩 昌紀  

    

＊印の各氏は本年度より就任し、任期は自治連合協議会規約第３０条の規程により令和７年度定時総会迄となります。 



 
 
 議案第５号 令和６年度事業計画（案）及び協議会会計予算（案）の承認に関

する件 
 
 
   別紙７ 令和６年度委員会・部会事業計画書（案） 
   別紙８ 令和６年度協議会会計予算書（案） 



別紙７ 令和６年度委員会・部会事業計画書 (案) 
総 務 委 員 会   

令和６年度事業計画（案）の内容 予 算 額 の 明 細 

１．総会、理事会、自治連合会等の会議の円滑な運営を目 
指す。 
 

２．規約、規則、規程等の制定又は改正により、協議会運 
営の充実化と円滑化を図り、今後の協議会のあるべき 
方向性や問題点を検討する。 
 

３．協議会財務内容を点検し、財務方針の明確化を目指す。 
 
４．指定管理者として、協議会事業と市民センター事業と 

の協働を図り、相互の事業の充実化を目指す。 
 

５．敬老の日の行事 
（目的）永年、社会の発展に貢献された区切りを迎えられ 

る高齢者のご苦労と長寿を祝い、高齢者自ら生活 
向上意欲を高めると共に地域のみんなが高齢者 
福祉と地域福祉に資することを目的とする。 

（内容）７０歳と８８歳の方に古希・米寿記念品を贈呈 
     実施予定日  令和６年９月１６日 
 
６．協議会全体の関係予算 
 （内容） 
  １）費用弁償費 
  ２）会議費 
  ３）研修費（協議会の委員会・部会での実施分） 
  ４）防犯防災費（名張市消防団蔵持分団桔梗が丘班） 
  ５）備品購入費 
  ６）事務費（コピー、事務経費） 
  ７）車両費 
  ８）ビジョン新規事業用費用 
  ９）雑費 
 
 
 
桔梗が丘“ほっとまち”構想と協調して事業を進める。 

 

予算の計上無し 
 
 
予算の計上無し 
 
 
 
予算の計上無し 
 
予算の計上無し 
 
 
 
予算額（繰出金） ５４０，０００円 
 （内訳） 
   長寿記念品 
    270 人×2,000 円＝540,000 円 

 
 
 
 予算額   １，９００，０００円 
  
  予算額    ４５０，０００円 
  予算額    １５０，０００円 
  予算額     ５０，０００円 
  予算額    ３００，０００円 
  予算額    １５０，０００円 
  予算額    ４００，０００円 
  予算額    １５０，０００円 
  予算額    １５０，０００円 
  予算額    １００，０００円 
 
       
 
予算額合計  ２，４４０，０００円 



企 画 運 営 委 員 会 

 
 

令和６年度事業計画（案）の内容 予 算 額 の 明 細 

ほっとまち推進プロジェクト事業の推進 

 

１．自主防災プロジェクト事業（継続） 

 

  起こりうる大災害に備えて、桔梗が丘各地域（自治 

  会・区、４ブロック）の実情に合った自主防災体制 

  強化の推進。 

 

⑴ 令和６年度総合防災訓練（１１月１６日）に向けて 

  各自治会（区）、各ブロック防災委員会による、 

  ４ブロックの情報交換会及び防災対策講演会開催 

 

２．桔梗が丘未来塾プロジェクト事業 

 

⑴ 持続可能な地域を 

 地域で暮らす現役世代、今後その地域で暮らす将来 

世代も持続可能な地域活動の推進 

 

⑵ 連携協力協議 

  桔梗が丘自治連合協議会（子どもたちと地域の絆づ 

  くり事業部・企画運営委員会）と３小学校学校運営 

  協議会とコミュニティスクール活動協力体制の推進 

 

３．桔梗が丘ＳＤＧｓ推進プロジェクト事業 

  ＳＤＧｓと連携した地域づくり活動の推進 

⑴ 私たちの身近なＳＤＧｓの参考推進事例を 

ききょう通信に掲載 

⑵ 私に考えたＳＤＧｓ実行事例の紹介等 

⑶ ＳＤＧｓ講演会の開催   

 

４．地域ビジョン推進対策及び第２次プロジェクト活動 

  対策 

 

 

 

桔梗ケ丘“ほっとまち”構想と協調して事業を進める。 

 

 

予算額     １００，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算額      ５０，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算額     １００，０００円 

 

 

 

 

 

 

予算額      ５０，０００円 

 

 

 

 

予算額合計   ３００，０００円 

 



 広 報 委 員 会  

 
 

令和６年度事業計画（案）の内容 予 算 額 の 明 細 

１．広報紙「ききょう通信」を発行する。 

 ①「ききょう通信」はＡ４判４頁カラー印刷で毎月発行  

   し、必要に応じて特集紙面等でページを増やす。 

 ②緊急を要するお知らせ、住民への周知徹底が必要な  

  場合を除き、市民センター、部会、地域事業部会から 

チラシでの情報発信を「ききょう通信」に一元化し、 

第２次“ほっとまち”構想に掲げる「ＳＤＧsの推進」

に引続き取り組む。 

  

２． インターネットを利活用した広報活動を推進する。 

①ＬＩＮＥ、Facebook 等ＳＮＳによる情報発信を拡充し、

防犯・防災に関する情報等住民のニーズに即したタイ

ムリーな情報提供を行う。 

 ②地域の情報化推進に向けた施策を検討し、準備に必要

な資機材を整備する。 

 

 

 

 

３． 広報活動の推進 

①多世代に親しまれる広報紙「ききょう通信」を指向し、 

 積極的な情報収集活動を展開する。 

②「ききょう通信」を介して、各地区のコミュニティ活 

  動の状況を地域全体で共有し、第２次“ほっとまち” 

  構想のまちづくり事業に供する情報発信を行う。 

 

４．広報業務の整備 

①広報紙編集担当の人材（ボランティア）確保 

②広報紙発行の適正化検討 

 広報紙編集作業の軽減と発行に係る経費の節減 

③広報スタッフ取材活動、編集作業の見直し。 

 

 

 

桔梗が丘“ほっとまち”構想と協調して事業を進める。 
 

１．ききょう通信等発行印刷委託費 

  予算額   １，４８０，０００円 

  （内訳） 

  Ａ４版カラー印刷 ６,０００部 

４頁９回発行   ９８０,０００円 

 ６頁３回発行    ４７０,０００円 

総集編冊子１００部  ３０,０００円 

       

 

２．広報業務運営費等 

  予算額     １７０，０００円 

  （内訳） 

  協議会ＬＩＮＥ公式アカウント 

                      ６６,０００円 

協議会メールサーバー ６,０００円 

旧協議会ＨＰ等レンタルサーバー 

   ６,０００円 

広報機材整備      ９２,０００円 

  

３．広報活動費等 

  予算額     １００，０００円 

  （内訳） 

活動費        ７０,０００円 

事務消耗品      ３０,０００円 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算合計額     １,７５０,０００円 

 



健 康 推 進 部 会   

 
 

令和６年度事業計画（案）の内容 予 算 額 の 明 細 

１．ききょう健康まつり 

（目的）地域の皆様に健康について再認識していただき 

    暮らしの中で健康づくりを考え実践し、いきい 

    きとした桔梗が丘を目指すことを目的とする。 

 （内容）１）高齢度チェック 

     ２）インボディ 

     ３）スクエアステップ 

     ４）健康リズム体操 

     ５）名張バリバリ体操 

     ６）栄養たっぷり食べ物ビンゴ大会 

 （実施予定日） 令和６年１１月１０日（日） 

 （場所）    桔梗が丘市民センター 

 

２．ニュースポーツ世代間交流大会 

 （目的）スポーツを通じて地域の交流の輪を広げ明る 

     く活力のある地域社会を目指し、親子や住民

間の絆づくりを推進する。 

 （内容）１）キンボール 

     ２）ストラックアウト 

     ３）ガラッキー 

 （実施予定日）令和７年３月２２日（土） 

 （場所）   桔梗が丘小学校（体育館・ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ） 

 

３．ききょう健康講座 

 （目的）生活習慣病の予防や暮らしの中でみんな健康 

    について考え実践して行くことをテーマに「き 

    きょう健康講座」を開催して、地域の皆様に健 

    康啓発を促して行く。   

    １）らく楽！体操教室 

    「最近、躓くことが多くなった・・・」・「健康 

    の為に何か始めたい」自宅で簡単に出来る体操 

    です。 

    ＊青竹ふみ 

＊音に合わせて有酸素運動 

     ＊心地良いストレッチでリラックス 

＊楽しい脳トレ 

（ （実施月）４月～９月前期１０回（５・８月のみ１回） 

   １０月～３月後期１０回（１・３月のみ１回） 

（場所）桔梗が丘市民センター・南センター 

 

１．予算額   １２０，０００円 

 （内訳） 

 １）健康体操等の講師料 

         ２０，０００円 

 ２）会議費   ２０，０００円 

 ３）ビンゴ大会景品代 

         ６０，０００円 

 ４）諸経費   ２０，０００円 

 

 

 

 

 

２．予算額    ９０，０００円 

 （内訳） 

 １）景品代   ５０，０００円 

 ２）運営費   ２０，０００円 

 ３）諸経費   ２０，０００円 

 

 

 

 

 

３．予算額   ２９０，０００円 

  

 

 

 

１）予算額   １２０，０００円 

 

 

（内訳） 

講師料    １２０，０００円 

 

 前期     ６０，０００円 

 後期     ６０，０００円 

 

 



健 康 推 進 部 会   

 
 

令和６年度事業計画（案）の内容 予 算 額 の 明 細 

   

 ２）楽しい健康づくり講座 

   健康に関する講座を行う。 

  （実施予定日）令和７年１月２５日（土） 

  （場所）   桔梗が丘市民センター 

 

 ３）健康リズム体操 

  （実施月）５月・７月・９月・１月・３月 

（５回実施予定） 

 

 

 ４）健康ウォーキング 

  （実施予定日）５月中旬～下旬 

  （場所）   未定 

 

 ５）生活習慣病予防料理教室 

   生活習慣病を予防する料理の知識を習得する。 

  （実施月）７月・１１月・２月の年３回実施 

 

 ６）スクエアステップ 

   躓き転倒及び認知症予防に効果があり、簡単に 

楽しく出来るエクササイズ。 

本教室で養成されたリーダーによる各地域での 

独自の取組みを更に進め、支援する。 

 

 ４．市の集団がん検診の実施 

  （肺がん、胃がん、乳がんマンモグラフィ、子宮が

ん） 

  （実施予定日）令和６年８月 ３日（土）特定健診 

             ８月３１日（土）がん検診 

  （場所）   桔梗が丘市民センター 

    

桔梗が丘“ほっとまち”構想と協調して事業を進める。 

 

 

 

 

 

２）予算額    ２０，０００円 

 （内訳） 

  講師謝礼    １０，０００円 

  諸経費     １０，０００円 

 

 ３）予算額    ５０，０００円 

 （内訳） 

  講師料     ３０，０００円 

  諸経費     ２０，０００円 

 

 ４）予算額    ４０，０００円 

 

 

 

 ５）予算額    ２０，０００円 

    

 

 

 ６）予算額    ４０，０００円 

 （内訳） 

  マット購入費  ２０，０００円 

  諸経費     ２０，０００円 

 

 

４．予算額     ２０，０００円 

 （内訳） 

  諸経費     ２０，０００円 

 

 

 

 

予算額合計    ５２０，０００円  

 



 
住 民 交 流 部 会  

 

令和６年度事業計画（案）の内容 予 算 額 の 明 細 

１．第３回 桔梗まつり 
子どもから大人まで地域住民が交流し、親睦を深める秋

の行事とする。 
（期待する効果） 
・地域住民の方々が模擬店や催しに中心となって参加する

ことにより、地域住民同士また会場に来てくれる人たちと

の交流をはかる。 
・普段の生活では出合うことのない桔梗が丘の“ひと  
もの こと”に接し桔梗が丘を再発見する機会とする。 
１）実施予定日 令和 ６年１０月 ５日（土） 
２）実施場所   英心高校グラウンド及び体育館 
３）実施内容 
① 模擬店・キッチンカー（３５ブース） 
② 桔梗が丘再発見（おきつも鉄道 他） 
③ アトラクション（吹奏楽部の演奏 他） 
④ スタンプラリー及びクイズ大会 
⑤ 模擬店利用券の配付（２００円） 

 
 
２．ハッピーニューイヤー・ききょうフェスタ 
子どもたちが中心になる催しで新年を祝うとともに、子

どもたちの地域活動への参加を促す行事とする。 
（期待する効果） 
・新しい年のスタートをテーマに、行事に参加することに

より地域の子どもたちの交流を図る。 
・子どもたちや近隣の人々が参加することにより、地域住

民同士の交流をはかり、共に住みよい地域づくりに参加し

ていこうとする意識を持つ。 
１）実施予定日 令和 ７年１月１２日（日） 
２）実施場所    桔梗が丘市民センター 
３）実施内容 
① ワークショップ 
② 子ども向けイベント 
③ 赤飯の振る舞い 
④ お菓子の屋台村 

 
 
桔梗が丘“ほっとまち”構想と協調して事業を進める。 

予算額   １，７００，０００円 
 （収入）  
 １）繰出し金       900,000 円 
 ２）協賛金      800,000 円 
 （支出） 
 １）事務経費      90,000 円 
 ２）食料費       110,000 円 
 ３）音響設備費    640,000 円 
 ４）イベント費     155,000 円 
 ５）チラシデザイン費 100,000 円 
 ６）広報費       50,000 円 
 ７）警備費      150,000 円 
 ８）シャトルバス   155,000 円 
 ９）模擬店利用券   250,000 円 
 
 
 
 
 
 予算額     １５０，０００円 
 （内訳） 
 １）ワークショップ費 
             20,000 円 
 ２）子ども向けイベント費 

50,000 円 
 ３）赤飯の振る舞い費 
            30,000 円 
 ４）お菓子の屋台村費 
            50,000 円 
 
 
 
 
 
 
 
 
予算額合計   １，０５０，０００円 
         ※協賛金を除く 



 
教 育 文 化 部 会  

 

令和６年度事業計画(案)の内容 予 算 額 の 明 細 

1.  桔’ずセミナー（第２０回） 
  子どもたちに体験や学びの場を提供。ものづくり、食

育などへの興味関心を高め、科学的・論理的思考を深

める社会教育活動を実施。 
  （内容） 
  (1）夏の講座  ７月２５日（木） 

８月１日・８日・２２日（木） 
  (2）冬の講座  １２月１４日（土） 
     夏・冬とも料理・手芸・科学・囲碁の４講座 
  (3）桔梗まつりとニューイヤーフェスタに「桔’ず 
    ひろば」として協力 
 
2.  青少年が語る「こころの思い発表会」（第２８回） 
  子どもたちが今頑張っていることや将来の夢、世の中

の動きや人権について、「心の思い」として発表する場

を提供。発表を通して、地域住民が子どもたちを理解

する一助とする。 
  （内容） 
  (1）作文発表 桔梗内３小学校 各 3 名 
         桔梗が丘中学校  ６名 計１５名 
  (2）演奏   桔梗が丘中学校 音楽部 
  (3）実施日  桔梗が丘市民センター祭 ２日目 
  (4）冊子配布 発表者、桔梗内各自治会、各校等 
 
3. ふるさと歴史ハイキング（第２８回） 
  ハイキング参加者が交流を図りながら、五感を通して

地域の歴史や自然を学び、ふるさとを愛する心を醸成

する場を提供。 
  （内容） 
  (1）実施予定日 １１月９日（土） 
  (2）内容  名張市内及び近隣の歴史や自然を学びな

がら散策 
  (3）講師  門田了三先生（名張市郷土資料館職員） 
 
 
 
 
桔梗が丘“ほっとまち”構想と協調して事業を進める。 
 

予算額       ３７０，０００円 
［内訳］ 

講師謝礼        90,000 円 
講座補助       180,000 円 
反省会費        30,000 円 
事務費         10,000 円 
ボランティア交通費   40,000 円 
予備費         10,000 円 
年間会議費       10,000 円 

 
 
予算額       １８０，０００円 
［内訳］ 
  報償費         40,000 円 
  音楽部謝礼・運送    100,000 円 
  印刷費         20,000 円 

予備費         20,000 円 
 
 
 
 
 
 
 
 
予算額        ６０，０００円 
［内訳］ 
  交通費補助       20,000 円 
  見学費・資料代     20,000 円 
  参加賞代        20,000 円 
 
 
 
 
 
 
 
予算額合計    ６１０，０００円 



 
生 活 安 全 部 会   

令和６年度事業計画（案）の内容 予 算 額 の 明 細 

１．普通救命講習会 
 １）開催回数 ：年度内２回（１０月、３月） 
 ２）開催場所 ：名張消防署舎内 ２階 
 ３）参加者数 ：１回１５人 合計３０人 担当者１名 
 ４）講習内容 ：①止血法   ②遺物除去法 
         ③心肺蘇生法 ④ＡＥＤ取扱法 
 
 
２．防犯パトロールの実施（桔梗が丘防犯パトロール隊） 
 １）青色回転灯装着車（１台）による地区内パトロール 
 ２）実施要領 ：月６回に実施 １回約１時間 
   桔梗が丘地区内を４コースに分け、１台の車に隊員 

   が２人乗り、それぞれのコースを巡回する。 
   （毎月５日・１５日・２０日・２５日・土日曜） 
 
３．命の赤い笛の贈呈 
  令和６年度４月、地区内の３小学校の新入児童等に 
  贈呈する。 
 
４．「地域の課題」を考える講演 
  令和６年９月１４日（土）１０時～１２時 開催 
  「防災、防犯被害を考える講演会」 
 
５．生活安全標語の募集 
  地域のコミュニティの輪を広げることを目的として 
  区内の３小学校６年生を対象に募集する。 
 １）展示日程 １０月２９日（火）～１１月９日（土） 
 ２）展示場所 桔梗が丘市民センター（ギャラリー） 
 
 
 
 
 
桔梗が丘”ほっとまち”構想と協調して事業を進める。 
 
 

予算額        ２，０００円 
 
 
 
 
 
 
 
予算額       ３８，８００円 
 （内訳） 
 活動費      ２８，８００円 
 雑 費      １０，０００円 
 
 
 
予算額       １５，０００円 
 
 
 
予算額       ２０，０００円 
 
 
 
予算額       ７６，０００円 
 （参加賞としての図書カード代） 
 
 
 
 
 
 
 
 
予算額合計    １５１，８００円 
 
 
 



 
快 適 環 境 部 会  

令和６年度事業計画（案）の内容 予 算 額 の 明 細 

１．環境を守る活動 
地域の環境を守り育てる 

 
 
１）公園美化運動 
  地域事業部会桔梗が丘みどりの会、地域ボランティア 

の皆様との協働連携作業で、桔梗の森公園のクリーン 
活動を２ヶ月に１回実施。 

 （４，６，８，１０，１２，２）月の原則第１月曜日 
午前（９時～１０時）に実施。 

（但し６月の作業は６月２日（日）に行う） 
  作業後のコーヒータイで情報交換と親睦を図る。 
   
 
但し、６月２日（日）は名張市クリーン大作戦に参加する

ため、桔梗が丘クリーン大作戦と称し桔梗地内幹線道路を 
２班にわかれクリーン作戦を行う又桔梗の森公園のクリ

ーン活動も同時に行う。   
雨天の場合は中止とする。 

 
 
２）セアカゴケグモの駆除及び調査 
  子どもたちの集まる施設を中心に調査及び駆除を 
  行います。 
  駆除及び調査は年２回（５月、１０月）の予定 
      ① 桔梗が丘保育園 
      ② 桔梗が丘幼稚園  
      ③ 桔梗が丘小学校 
      ④ 桔梗が丘東小学校 
      ⑤ 桔梗が丘南小学校 
      ⑥ 桔梗が丘南ともだちクラブ 
        （旧南幼稚園施設） 
      合計６施設を対象に実施。 
 
 
 
２．環境を知る活動 

地域の自然を楽しみながら環境を知り、環境を守る 
大切さを知る。 

 

１．環境を守る活動 
  予算額    １００，０００円 

  
 

１）公園美化運動 
予算額     ８０，０００円 

（内訳） 
参加者粗品、傷害保険、  
飲料水、花壇 1 式、雑費１式 

          ６５，０００円 
 情報交換会    １５，０００円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２）セアカゴケグモの駆除及び調査 
  予算額     ２０，０００円 
（内訳） 
  殺虫剤、講師料、雑費、 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．環境を知る活動 

予算額計   ３１０，０００円 
 
 



 
快 適 環 境 部 会   

 
 

 

令和６年度事業計画（案）の内容 予 算 額 の 明 細 

１）桔梗が丘小学校児童の自然体験学習支援 
   地域事業部会子どもたちと地域の絆づくり事業 

及び桔梗ケ丘みどりの会との協働連携） 
場所   東山ふれあいの森 

   実施日  １１月上旬予定 
 
 
２）バードウォッチング 
（桔梗が丘付近の自然を知る活動） 

 
   桔梗の森公園付近の散策 

実施予定日 令和６年１月１１日（土） 
９時～１０時３０分 

   ＊雨天の場合は１月１８日（土）の予定 
 
３）ホタル観賞会 

   場 所 桔梗が丘５番町：シャックリ川 
  実施予定日 ６月８日（土） 

         午後７時３０分～８時３０分 
   ＊雨天の場合は６月１５日（土）の予定 
 
 
 
４）「季節の便り」発行、掲示 

   年間５回程度桔梗が丘地内の生き物だよりや    
   季節のみどこを、桔梗が丘市民センターや桔梗の森 

公園内などに掲示し紹介する。 
 
 
 
 
 
 
 
桔梗ケ丘“ほっとまち”構想と協調して事業を進める。 
 
 
 

１）桔梗が丘小学校児童の自然体験学習 
支援 

  予算額    ２４０，０００円 
（内訳） 
 自然体験学習関係費  
 冊子作成費、弁当費、バス輸送費、等 
   
２）バードウォッチング 
  予算額     ３０，０００円 
（内訳） 
  講師料、傷害保険、雑費 
 
 
 
 
３）ホタル観賞会 
  予算額     ２０，０００円 
（内訳） 
  講師料、傷害保険、雑費 
 
 
 
 
４）「季節の便り」発行、掲示 
  予算額     ２０，０００円 
（内訳） 
  講師料、雑費 
 
 
 
 
 
 
 
予算額合計    ４１０，０００円 
 
 



 
地 域 福 祉 部 会  

令和６年度事業計画の内容 予 算 額 の 明 細 

１．高齢者、障がい者等への友愛訪問活動 
  ・毎月１回地域担当の民生委員が広報誌「陽だまり」

を持って対象者を訪問し安否確認と相談・支援活動 
   を実施 
  ・民生委員児童委員活動を広く知ってもらうために 
   「陽だまり」を各地域で回覧し読んでもらう 
 
2． 年末友愛訪問 
   見守りの必要な世帯への友愛品（プレゼント）を 
   持って訪問 
  ・７５歳以上一人暮らし世帯 
  ・７５歳以上高齢者のみの世帯 
  ・重度寝たきりや認知症の方がいる世帯 
 
3． 桔梗が丘「陽だまりのつどい」 
  ・８０歳以上の高齢者が親睦と交流を図る 
  ・実施予定日：令和６年５月２６日（日） 
  ・実施場所 ：桔梗が丘市民センター講堂 
   コロナウィルス分類５類移行により従来どおり 

一度で実施 
  ・参加予定数：約２００名 
 
4． いきいきサロン 
  ・地域内１４か所の小地域で集い、高齢者同士近隣の 
   絆を深めお互いの顔が見える中で友達づくりや絆

作りの機会とする 
  ・各サロンの年間計画に基づき実施  
 
5． 障がい者グループホーム交流会 
  ・地域内３か所の障がい者グループホームとの交流  

  ・実施予定日：令和６年１０月１３日（日） 
  ・実施場所 ：桔梗が丘市民センター講堂 
 
6． ききょうなかよし広場 
  ・未就園児とその保護者の集い 
  ・実施日時 ：毎月第３火曜日 １０時～ 
  ・実施場所 ：桔梗が丘市民センター講堂  
 
  桔梗が丘ほっとまち構想と協調して事業を進める 
 

   予算額   ３０，０００円 
   「陽だまり」印刷費 
 
 
 
 
 
   予算額  ３２０，０００円 
   友愛品購入費 
 
 
 
 
 
   予算額  ２３０，０００円 
 
 
 
 
 
 
 
   予算額  ４４０，０００円 
 
 
 
 
 
   予算額   ４０，０００円 
 
 
 
 
 予算額     ５０，０００円 
 
 
 
 
予算合計 １，１１０，０００円  

 



別紙８ 令和６年度協議会会計予算書（案）

令和6年度 協議会会計 予算書 (案）

収入の部 （単位：円）

項 前年度予算 前年度決算 R６年度予算 前年度予算比 摘　　　　要

 １ 会費 1,000,000 1,043,200 1,000,000 0 地区会費
 ２ 交付金 5,169,000 5,169,000 5,177,000 8,000 ゆめづくり地域交付金

5,107,200 5,107,200 5,077,600 △ 29,600 コミュニティ活動費
300,000 300,000 300,000 0 事務局経費

4,700,000 4,700,000 4,700,000 0   〃
568,000 577,770 568,000 0 社会福祉協議会

15,844,200 15,853,970 15,822,600 △ 21,600 
 ３ 補助金 120,000 160,000 140,000 20,000 いきいきサロン
 ４ 雑収入 415,000 256,075 300,000 △ 115,000 生活習慣病予防普及

50,000 44,000 50,000 0 軽トラック利用料
4,918,000 4,954,000 4,954,000 36,000 人件費負担・お助けセンター
1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 

23,347,200 23,311,245 23,266,600 △ 80,600 
1,565,148 1,565,148 1,734,062 168,914 

24,912,348 24,876,393 25,000,662 88,314 

支出の部 （単位：円）

項 前年度予算 前年度決算 R６年度予算 前年度予算比 摘　　　　要

 １ 人件費 10,224,000 10,159,700 10,224,000 0 職員給料
0 

100,000 128,599 100,000 0 労災 雇用保険
10,324,000 10,288,299 10,324,000 0 

 ２ 総務費 738,400 548,000 540,000 △ 198,400 敬老の祝い品
450,000 405,200 450,000 0 各委員会、部会会議出席
250,000 249,448 150,000 △ 100,000 定時総会冊子作成
50,000 49,180 50,000 0 教育文化部研修会

300,000 300,000 300,000 0 消防団桔梗が丘班活動
150,000 0 150,000 0 
500,000 298,387 400,000 △ 100,000 コピー代他
200,000 173,193 150,000 △ 50,000 軽トラ任意保険・燃料
150,000 130,000 150,000 0 お助けセンター
80,000 35,966 100,000 20,000 銀行振込手数料他

2,868,400 2,189,374 2,440,000 △ 428,400 
 ３ 企画運営費 400,000 78,000 300,000 △ 100,000 自主防災プロジェクト他
 ４ 広報費 1,800,000 1,772,025 1,750,000 △ 50,000 ききょう通信
 ５ 健康推進費 620,000 485,191 520,000 △ 100,000 らくらく体操 健康ﾊｲｷﾝｸﾞ
 ６ 住民交流費 150,000 111,320 150,000 0 ﾊｯﾋﾟｰﾆｭｰｲﾔｰﾌｪｽﾀ

900,000 1,077,527 900,000 0 ききょう祭り
1,050,000 1,188,847 1,050,000 0 

 ７ 教育文化費 590,000 487,944 610,000 20,000 桔っずｾﾐﾅｰ 材料費他 
 ８ 生活安全費 243,600 114,678 151,800 △ 91,800 防犯ﾊﾟﾄﾛｰﾙ
 ９ 快適環境費 370,000 335,009 410,000 40,000 里山体験学習冊子他
１０地域福祉費 1,110,000 1,095,764 1,110,000 0 陽だまりのつどい、友愛訪問
１１積立金 0 
１２予備費 429,148 1,734,062 1,257,262 828,114 （及び繰越金）
１３コミュニティ活動費 5,107,200 5,107,200 5,077,600 △ 29,600 

24,912,348 24,876,393 25,000,662 88,314 

　事業費

　事業費

  財政調整積立金

総　　　合　　　計

　事業費

イ 事業費

ロ 桔梗まつり費

小　　　　計

　事業費

　事業費

　事業費

２ 費用弁償費

３ 会議費

４ 研修費

５ 防犯防災費

６ 備品購入費

７ 事務費

８ 車両費

９ 地域事業部補助

10 雑費

小　　　　計

　事業費

１ 事業費(敬老費含む）

 ６ 繰入金(財政調整積立金)

合　　　　　計

 ７ 繰越金

総　　合　　計

目

１ 給与・手当

２ 報酬

３ 社会保険料

小　　　　計

 ５ 負担金

目

　会費

１名張市交付金基本額

２ 〃(加算額）

３ 〃(特別交付金）

４〃(人件費）

５市社協交付金

小　　　計

市社協補助金

１雑収入

２車両使用料



 
 
 議案第６号 令和６年度地域事業部事業計画（案）及び特別会計予算（案）の

承認に関する件 
 
 
 
 令和６年度地域事業部事業計画書（案）及び特別会計予算（案）の報告を次のとおり行い

ます。 
   １．地域事業部会 ほっとまち茶房ききょう 
   ２．地域事業部会 子どもたちと地域の絆づくり 
   ３．地域事業部会 みどり環境整備保全（桔梗が丘みどりの会） 
   ４．地域事業部会 ききょう農楽園 
   ５．地域事業部会 桔梗が丘お助けセンター 



１．地域事業部会 令和６年度ほっとまち茶房ききょう事業計画（案）及び特別会計予算（案） 

    

令和６年度は新型コロナウイルス感染症の５類移行に伴い市民センターへの来訪者が増加され、 

茶房利用者の増加が見込まれる状況です。一方で市民センター利用者以外の利用者数は少ない状況 

にあり、今年度は新規利用者の増員を図るための対策案を検討して実施していきます。 

多くの住民の皆さんが気軽に立ち寄り、安心・安全にふれあい交流の場となるよう、サービス 

スタッフの「おもてなし」で、「ほっと一息つける居場所」にしていきます。 

令和６年度の主な取り組み  

○ 歌声喫茶の定期開催 

   歌声喫茶は、住民の要望も多く、毎月第４水曜日に定期開催を計画していきます。 

 ○各種イベントの開催 

本年度も皆様からの要望にお応えするため「シリウス七夕コンサート」「シリウスクリスマス 

コンサート」「新春お楽しみ会」のイベントの開催を実施していきます。 

また、ロビー展については、市民センターの賑わい創出と子供・若い世代の利用者増を図るため

の「園児作品展」「干支の絵馬展」を引き続き本年度も開催を実施していきます。     

 ○ 他の団体との協賛事業 

農楽園の農作物の販売については、昨年度は不定期に行い好評を得ました。本年度も更なる拡大

を図っていきます。 

○ ロビー中柱（ほっとまち茶房ききょうギャラリー）の作品展示 

中柱の作品展示を各サークル等のご協力を頂きながら開催していきます。 

 ○ ボランティアスタッフの確保 

円滑な運営を確保するため、スタッフの増員確保を図ります。 

 

令和６年度ほっとまち茶房ききょう特別会計予算（案） 

 

収入の部                              （単位：円） 

区  分 予 算 額 摘  要 

利用料収入 ６５０，０００ コーヒー等 ６５００杯 

市社協補助金 ５０，０００ 補助金、共同募金還付金 

繰越金 ５７，０３３ 令和５年度繰越金 

雑収入 ０ 預金利息 

合 計 ７５７，０３３  

 

支出の部                              （単位：円） 

区  分 予 算 額 摘  要 

運営経費 ７００，０００ 材料費、実費弁償、消耗品費等 

積立金 ３０，０００ 茶房備品等購入資金積立 

予備費 ２７，０３３  

合 計 ７５７，０３３  
 



２．地域事業部 令和６年度子どもたちと地域の絆づくり事業計画(案）及び特別会計予算(案） 

 

 令和６年度においては、桔梗が丘子どもたちと地域の絆づくり事業連絡協議会主催の３校合同の事

業として、引き続き通学路花いっぱい運動を中心に据えて、春は花の種をまき苗を育て、秋は花の苗

を購入し、３校が連携をとりながら花を育て、通学路を花一ぱいにして子どもたちと地域の絆を深め

てまいります。また、令和６年度東山ふれあいの森での森林環境教育推進事業については、桔梗が丘

小学校児童を対象に実施します。実施に当たっては、快適環境部会・桔梗が丘みどりの会・森林づく

り三重・地域ボランティア・PTA 保護者の皆さんの支援をいただきます。 

 これからの子どもたちと地域の絆づくり事業連絡協議会の大きな取組みとして、重要性が叫ばれて

いるコミュニティースクール活動の推進について、その活動の中心となる桔梗が丘地内３小学校の学

校運営協議会と桔梗が丘自治連合協議会の取りまとめ調整役として、情報交換及び連携を進める役割

を果たすべくつとめてまいります。 

 事業予算につきましては、名張市放課後子ども教室事業委託費及びみえ森と緑の県民税市町交付金

活用事業補助金の助成を受け事業実施してまいります。 

 

令和６年度子どもたちと地域の絆づくり事業特別会計予算（案） 

収入の部                                （単位：円） 

区 分 予算額 摘 要 

事業委託費 １７２，０００ 名張市放課後子ども教室事業 

補助金 １００，０００ みえ森と緑の県民税市町交付金 

寄附金 １０，０００  

自治連合協議会負担金  ５０，０００  

合計 ３３２，０００  

 

支出の部                                （単位：円） 

区 分 予算額 摘 要 

報償費 ７２，０００ サポーター等実費報償費 

需用費 ２６０，０００ 
花種子、苗、土、資材、肥料他 

環境教育推進事業用品 

合計 ３３２，０００  

 



３．地域事業部会 令和６年度みどり環境整備保全（桔梗が丘みどりの会）事業計画(案） 
及び特別会計予算(案） 
 

桔梗が丘地内には、桔梗の森公園（１０号公園）、鳴滝公園（１１号公園）、野鳥公園（西５号公園）
をはじめ、ため池を中心に多くの自然緑地が残されています。 
また、東山ふれあいの森など近隣にも里山が広がっています。その豊かな自然と緑は、住宅団地で

ある桔梗が丘に住まいする住民にとって、かけがえのないものとなっています。名張市に散在するこ
ういった自然緑地は、名張市の所有となっていますが細やかな管理は、地域に委ねているのが現状で
あります。そういった中で、桔梗の森公園（１０号公園）をはじめとした桔梗が丘地内の自然緑地に
ついては、桔梗が丘自治連合協議会の地域事業部会組織である〞桔梗が丘みどりの会〞が中心となっ
て他の組織とも連携し保全管理につとめているところであります。今後も継続して取り組みを進めて
まいります。令和６年度において計画している主な事業の内容は、次のとおりであります。 

（１） 桔梗の森公園（１０号公園）、鳴滝公園（１１号公園）、野鳥公園（西５号公園）をはじめとした
桔梗が丘地内及び近隣の自然緑地の保全管理に取り組みます。 

（２） 桔梗の森公園（１０号公園）については、名張市から清掃の委託を受け作業実施します。また、
枯木の伐倒処理及び市施行箇所以外の除草並びに植樹等についても一部名張市より委託を受け
実施します。 

（３） 桔梗が丘自治連合協議会の子どもたちと地域の絆づくり事業組織、快適環境部会及び桔梗が丘
小学校並びにｸﾞﾘｰﾝﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ森林づくり三重等と連携し、東山ふれあいの森において環境教育推
進事業に取組みます。 
また、桔梗が丘自治連合協議会の様々な取組等にも参画します。 

（４） 自然環境の保全に取り組んでいる他の団体とも、趣旨が合致する範囲において連携した活動に
も取り組みます。 

（５） 令和６年度名張市みえ森と緑の県民税市町交付金活用事業補助金の採択を受け、桔梗の森   
公園(１０号公園)をはじめとした桔梗が丘地内及び近隣の自然緑地や里山において枯木の 
伐倒処理・コナラ等実生植物の保護育成・除草・自然緑地にふさわしい植物の植栽保全等、 
みどり環境の整備と保全を図ってまいります。しかし、交付金の減額や施行箇所の増大か 
らこの補助金については、前年度より減額される見通しであります。 

 
令和６年度みどり環境整備保全（桔梗が丘みどりの会）事業特別会計予算(案） 

収入の部                                （単位：円） 
区  分 予 算 額 摘 要 

委託料  １７９，２００ 名張市(桔梗の森公園清掃）79,200 
名張市(枯木伐倒除草等） 100,000 

みえ森と緑の県民税市町交付金
事業補助金  １００，０００ 名張市 

修繕整備積立金取崩   ５０，０００  
雑収入    ３，０００ 利息、寄付金、実費報償等 
繰越金    ９３，００８ 前年度より繰越 
 合  計  ４２５，２０８  

 
支出の部                                （単位：円） 

区  分 予 算 額 摘 要 

需用費・備品購入費等 ３７０，２０８ 
みえ森と緑の県民税交付金事業分 

 １０１，０００ 
一般分  ２６９，２０８ 

保険料  １５，０００ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌ保険料 
報償費  ４０，０００ 講師・スタッフ実費弁償 

合  計 ４２５，２０８   
令和５年度末修繕整備積立金残高決算額 ６００，０００円 
令和６年度取崩予算額          ５０，０００円 
令和６年度積立予算額               ０円 
令和６年度末修繕整備積立金残高予算額 ５５０，０００円 



 

 

４．地域事業部 令和６年度ききょう農楽園事業計画（案）及び特別会計予算（案） 
 
ききょう農楽園は、農薬を使用しないで根菜類を中心に栽培を行い、協議会等のイベントや 

ほっとまち茶房での即売会、お助けセンター配食サービスへの食材提供など桔梗が丘住民の皆 
さんから好評をいただいています。 
本年度も桔梗が丘住民の皆さんの支援による協働農園として、収穫物を提供し、栽培する野菜 

も根菜類だけでなく果菜類にも挑戦していきます。 

安心してききょう農楽園の活動に多くの住民が楽しく参加し、ふれあい交流の場となるような 

イベントを企画し開催します。また、これらのイベント開催により、ききょう農楽園の事業に 

興味を持っていただき、本事業への参加者が増え、ききょう農楽園会員の増加につながるように 

努めます。 

 

・令和６年度の事業 

① ジャガイモ、サツマイモ、サトイモ、玉ネギの品質や収穫量向上 

② ビニールハウスによる果菜類の育苗 

③ 自治連合会、部会、プロジェクト、市民センター等との連携 

④ ききょう農楽園主催の楽しいイベントの企画開催（5月、10 月に開催予定） 

⑤ ほっとまち茶房での即売会、桔梗まつり、健康フェスタへの出品 

 

 

令和６年度ききょう農楽園事業特別会計予算（案） 

 

収入の部                              （単位：円） 

区  分 予 算 額 摘  要 

会  費 ７０，０００  

売上金・支援金 ８０，０００  

企画運営費（助成金） ０  

繰越金 ５１，２６９ 前年度繰越金 

雑収入 ７３１  

合  計 ２０２，０００  

 

支出の部                              （単位：円） 

区  分 予 算 額 摘  要 

消耗品費 ８０，０００  

雑費 ６０，０００  

予備費 ６２，０００  

   

合  計 ２０２，０００  

   



５．地域事業部 令和６年度桔梗が丘お助けセンター事業計画（案）及び特別会計予算（案） 
 

お助けセンターは、日常生活支援・外出支援・配食支援活動をとおして地域住民の見守りとふれ 
あい交流を図っています。しかし、ここ数年、ボランティアスタッフの不足、高年齢化に伴い、 
住民の皆さんにボランティアへの参画をお願いしています。 
高齢化が進み、利用者の増加が見込まれるなか、安定したサービスが提供できるようボランティア 

 スタッフの確保及び創意工夫により適正な運営に努めます。 
① 事務局体制の強化  

事務局職員の配置により、事務局体制の強化を図ることができました。本年度も安定した事務局

運営ができるようにしていきます。 
② ボランティアスタッフの確保 

自治連合会（２４自治会・区）、地域住民の皆さんの理解と協力を要請し、ボランティアスタッフ 
の確保に努めます。 
 

令和６年度桔梗が丘お助けセンター事業特別会計予算（案） 
 

収入の部                                （単位：円） 
区  分 予 算 額 摘  要 

市補助金 １，５００，０００ 要援護者等日常生活支援 
社協助成金 ８００，０００ 地域福祉活動助成 
自治連合協議会負担金 １００，０００  

 
利用料 

 

 
４，９４０，０００ 

日常生活支援  １４０，０００円 
外出支援  １，０５０，０００円 
配食支援  ３，７５０，０００円 

雑収入 ５７９  
前期繰越金 ８８１，４２１  
合   計 ８，２２２，０００  

   
支出の部                                （単位：円） 

区   分 予 算 額 摘  要 
総 務 費 １，４１２，０００ 事業部門への繰出し等 
日常生活支援費 ２１０，０００  
外出支援費 １，２００，０００  
配食支援費 ５，１００，０００  
積 立 金   
予 備 費 ３００，０００ 物価高騰への対応等 
     
合   計  ８，２２２，０００  

 



 議案第７号 令和６年度市⺠センター生涯学習事業計画（案）及び市⺠センタ
ー会計予算（案）の承認に関する件 

 
 
        別紙９   令和６年度市⺠センター生涯学習事業計画（案） 

   別紙１０ 令和６年度市⺠センター会計予算書（案） 
    



別紙９   令和６年度桔梗が丘市民センター生涯学習事業計画書（案） 

 

学 級・教 室 

名  称 開催時期と回数 予   算 主 な 内 容 

天体観察会 ・11月 7日(木) 10,000 円 
秋の星座を天体望遠鏡で観察 

やっぱりやります！ 

よくバリ青春体操 

・毎月第 2木曜日 

午後 2時～3時 
  12,000 円 

継続参加者の要望に応え６年

目に突入、無理なく健康増進

と語らいの場を提供する 

ロープワークを学ぶ ・9月     ＿ 
災害時の緊急、ちょっとした

日常のロープ扱いを覚える 

 

講  座 

名  称 開催時期と回数 予   算 主 な 内 容 

漢方（薬草）の効能

について 

・4月 28 日（日） 

 薬草観察会 

・6月 17（月） 

 漢方に学ぶ 

計 2回 

 

    5,000 円 

ウオーキングしながら野に咲

く身近な薬草を知る 

 

漢方が教える食養生の秘密 

老後のための知恵袋 

・6月 7 日（金） 

・9月 6 日（金） 

・1月 17 日（金） 

（シリーズﾞで 3回） 

 

       

  10,000 円 

 

生前対策 

遺産相続 etc 

弥生時代が蘇る ・11月 13 日（水）  15,000 円 

唐古・鍵遺跡公園 

勾玉作り体験と遺跡見学 

考古学ﾐｭｰｼﾞｱﾑ観覧 

 

名張の文化、歴史を 

知る 

・5月 13 日(月)座学 

・5月 28 日（火） 

  フィールドワーク 

   ＿ 

天正伊賀の乱と伊賀の城館 

戦場（城跡）見学 

・7月 9日（火）    ＿ 
歴史的建造物見学を通じて文

化的価値を見出す 

映画鑑賞会 ・2～3回／年  15,000 円 
話題作、親子で楽しめる作品

を上映 

 

行  事 

名  称 開催時期と回数 予   算 主 な 内 容 

プチコンサート ・12月 21 日（土） 150,000 円 

出演校 

・名張高校・名張青峰高校 

・桔梗が丘中学校音楽部 

市民センター祭 
・10月 26 日（土） 

       27 日（日） 
 150,000 円 

・舞台発表 
・作品展示 

 



別紙１０ 令和６年度市⺠センター会計予算書（案）

令和6年度 市⺠センター会計 予算書（案）

収入の部 （単位：円）

項 前年度予算 前年度決算 R６年度予算 対前年度予算差 摘    要

11,679,822 11,679,822 11,679,822 0 管理業務受託

２　利用料 2,500,000 2,611,826 2,620,000 120,000 サークル他センター利用料

650,000 918,189 920,000 270,000 自治会他コピー代

3,150,000 3,530,015 3,540,000 390,000 

３ その他収入 30,000 1,009,694 30,000 0 自動販売機電気代他

14,859,822 16,219,531 15,249,822 390,000 

４　繰入金 0 

293,000 207,000 210,000 △ 83,000 お助け配食部負担分

15,152,822 16,426,531 15,459,822 307,000 

993,157 993,157 1,188,602 195,445 

16,145,979 17,419,688 16,648,424 502,445 

支出の部 （単位：円）

項 前年度予算 前年度決算 Ｒ６年度予算 対前年度予算差 摘    要

１　管理費 700,000 874,416 900,000 200,000 コピー用紙、インク他

4,000,000 4,026,441 4,000,000 0 電気、ガス、水道

600,000 541,607 600,000 0 ギャラリーエアコン修理予定

100,000 109,564 100,000 0 

3,200,000 3,345,807 3,350,000 150,000 夜間警護、館内清掃

500,000 467,850 300,000 △ 200,000 パネル購入予定

800,000 780,792 800,000 0 印刷機リース代他

150,000 155,325 200,000 50,000 公用車車検,燃料費

10,050,000 10,301,802 10,250,000 200,000 

２　運営費 100,000 90,000 100,000 0 プチコンサート、生涯学習講師料

0 0 0 0 

0 0 0 0 

30,000 25,788 30,000 0 ハガキ、切手

250,000 244,035 300,000 50,000 プチコンサート・生涯学習他

20,000 27,961 20,000 0 振込手数料他

400,000 387,784 450,000 50,000 

３　負担金 4,700,000 4,700,000 4,700,000 0 

４　積立金 0 0 

0 0 

0 0 

781,000 841,500 797,900 16,900 

６　予　備　費 214,979 1,188,602 450,524 235,545 

16,145,979 17,419,688 16,648,424 502,445 

総　　　　合　　　　計

目

１　指定管理料

１ センター利用料

２ コピー利用料

小　　　計

 雑収入

小　　　　　計

１ 積立基金

２ 光熱費負担金

　　　　　合　　　　　計

５　繰   越   金

２　旅費

目

１　消耗品費　　　

２　光熱水費　　　

３　修繕料

４　電話料

５　委託手数料

６　備品購入費

７  使用料及び賃借料

８　車両費

小　　　計

１　報償費

総　　　合　　　計

３　印刷製本費

４　郵便料

５　事業費

６　雑費

小　　　計

　人件費負担金

　車両購入

　設備・備品購入

小　　計

５　消　費　税

（繰 越 金）
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参考資料１　桔梗が丘自治連合協議会組織図



（⾃治会⻑・区⻑） （評議員）
氏   名 自治会・区名 氏   名 選出団体

山 嵜 正 之 1番町区 竹 内 英 雄 1番町区
関 田  昇 2番町第1区 松 田 英 人 2番町第1区
窪   正 利 2番町第２区自治会 小 川 毅 郎 2番町第２区自治会
加 藤 千 明 2番町第３区自治会 竹 森 喜 慶 2番町第３区自治会
森 澤 吉 明 3番町区自治会 田 畑 雅 司 3番町自治会
山 口 伴 尚 4番町区自治会 杉 中 清 哉 4番町区自治会
岡 田 圭 司 5番町第１区自治会 木 平 正 之 5番町第１区自治会
宮 本 文 也 5番町第２区自治会 木 原  宏 5番町第２区自治会
両 角 太 郎 5番町第３区自治会 高 崎 征 輝 5番町第３区自治会
野 中 慎 一 郎 6番町区自治会 今 井  登 ６番町区自治会
高 野 賢 次 7番町第１区自治会 北 林 俊 秀 ７番町第１区自治会
⻄ 宮 剛 志 7番町第２区自治会 小 久 保 三 郎 ７番町第２区自治会
白 岩 昌 紀 8番町第１区自治会 増 田 清 賢 ８番町第１区自治会
武 仲 元 男 8番町第２区自治会 武 仲 生 子 ８番町第２区自治会
久 保 善 紀 南第1区 ⼤ ⻄ 栄 ⼦ 南第1区
吉 岡 和 男 南第2区 武   藤  豊   南第２区
里 平 佳 代 子 南第3区 寺 見 良 一 南第３区
吉 永 美 佳 ⻄１番町⾃治会 山 下 健 由 ⻄１番町⾃治会
峯 山 隆 雄  ⻄２番町⾃治会 木 原 一 彰 ⻄２番町⾃治会
小 石 雅 之 ⻄３番町⾃治会 樫 本 惠 子 ⻄３番町⾃治会
高 木 克 典 ⻄４番町⾃治会 中 谷 典 敬 ⻄４番町⾃治会
植 山 昌 子 ⻄５番町⾃治会 木 平 通 也 ⻄５番町⾃治会
緒 方 利 彦 ⻄６番町⾃治会 片 山  聡 ⻄６番町⾃治会
森   美   里 ⻄７番町⾃治会 安 藤 由 紀 子 ⻄７番町⾃治会

北 河 純 子 婦人会
雨 宮 松 雄 老人クラブ協議会
川 口  力 子ども会連合会
住 田 芳 幸 保育所・幼稚園
稲 垣  実 小・中学校（PTA）
桔 梗 寿 子 ⺠児協
藤 本 由 紀 子 ⺠児協
門 野 由 紀 子 ⺠児協

（評議員） 木 平 臣 代 史 桔梗が丘商店会
氏   名 選出団体  柏  航 介 消防団

地域事業部会 石 本 公 子 健康推進部会
小 坂 美 代 子 ほっとまち茶房ききょう 澤 田 忠 司 住⺠交流部会
清 水 克 也 子どもたちと地域の絆づくり 島 田 信 人 教育文化部会
山 田 紀 夫 みどり環境整備保全 山 崎 有 三 生活安全部会
在 間 康 明 ききょう農楽園 田 中 博 明 快適環境部会
大 谷 町 子 桔梗が丘お助けセンター 上 島 芳 子 地域福祉部会

参考資料２　令和６年度自治会長・区長・評議員名簿



参考資料３ 桔梗が丘自治連合協議会関係規定 
 

桔梗が丘自治連合協議会規約 

第 1章 総 則 

（名 称） 

第１条 本会は、桔梗が丘自治連合協議会（以下「協議会」という）と称する。 

（事務所） 

第２条 協議会は、事務所を桔梗が丘市民センター内に置く。 

    名張市桔梗が丘６番町１街区１３１番地の４ 

（目 的） 

第３条 協議会は、豊かで住みよいまち「桔梗が丘」を創造するため、住民の交流を図り、地域

のつながりを深め、住民が主体となって活力と魅力あふれる良好な居住環境及び安全、安心な

生活環境の実現をめざすものとする。 

（運営の原則） 

第４条  協議会の運営は、住民自治の基本である住民参加の自由、発言の自由等を保障する。 

２ 前項を達成するため、次の事項を運営の責務とする。 

 （１）協議会運営の民主制を確保すること。 

 （２）自立した地域社会を創造し、実現に向けての取り組みを行うこと。 

 （３）協議会への活動参加の公平性を確保すること。 

 （４）住民等の意見や要望等の集約をすること。 

 （５）情報の公開及び共有を行うこと。 

 （６）その他、運営上不可欠と思われる事項を実施すること。 

（事 業） 

第５条 協議会は第 3条の目的を達成するため、次の各号の事業を行う。 

 （１）地域住民の健康及び福祉の増進に関する事業。 

 （２）地域住民の交流に関する事業。 

 （３）高齢者の生きがいづくりに関する事業 

  （４）青少年の健全育成に関する事業。 

 （５）自主防犯及び自主防災に関する事業。 

 （６）環境及び景観の保全に関する事業。 

 （７）地域文化の継承及び創出に関する事業。 

 （８）コミュニティビジネス等地域活性化に関する事業。 

２ 前項に掲げるもののほか、特に協議会が必要と認めた事業を行う。 

（地域ビジョン） 

第６条 協議会は、名張市地域づくり組織条例（平成２１年条例第３号）第９条の規定に基づき

桔梗が丘の地理的な特性、自然、産業、歴史及び文化等の地域資源を活用し、課題を解決する

ため、理念、基本方針及び将来像をとりまとめ地域ビジョンを策定し、その実現に向けて努め

るものとする。 

（会 員） 

第７条  協議会の会員は、桔梗が丘地区に居住する住民及び団体、並びに桔梗が丘地区で事業

活動する事業所で構成する。 



 

 

２ 前項で規定する団体及び事業所は、次に揚げるものとする。 

 （１）桔梗が丘地区自治会又は区 

 （２）桔梗が丘地区婦人会 

 （３）桔梗が丘地区高齢者の会 

 （４）桔梗が丘地区こども会育成会 

 （５）桔梗が丘地区保育所、幼稚園及び保護者会 

 （６）桔梗が丘地区小学校、中学校、高等学校、並びにＰＴＡ 

 （７）桔梗が丘地区民生委員児童委員協議会 

 （８）桔梗が丘商店会 

 （９）名張市消防団蔵持分団川北部桔梗が丘班 

３  桔梗が丘地区市民センター自主サークルクラブ、各種ボランティア団体その他任意団体、並

びに協議会の趣旨に賛同し、積極的に活動に参加する団体又は事業所は、理事会の承認を得て

第１項の構成団体又は事業所とすることができる。 

（会員の役割） 

第８条  会員は、協議会の行う行事や地域コミュニティ活動及びボランティア活動等への積極

的な参加などを通して、桔梗が丘のより良いまちづくりに貢献する。 

２ 会員は、自治会費（区費）として納入した分から総会で決定された金額を協議会活動経費の

一部として負担する。 

 

第２章 評議員及び総会 

第１節 評議員 

（定 数） 

第９条  評議員の定数は、45 名以内とする。 

２ 評議員の選出母体は、次の各号のとおりとする。 

 （１）桔梗が丘自治会又は区    24 名 

 （２）事業部会           6 名 

 （３）地域事業部会                 5 名 

 （４）団体等           10 名以内 

 

（役 割） 

第 10 条 評議員は、定時総会及び臨時総会において、理事会が提案する議案を審議し、議決す

る。 

２ 評議員は、協議会の運営の諸事項について、理事会に提案することができる。 

（選 出） 

第 11 条 地区自治会選出の評議員は、各自治会の会長、区長またはその組織の責任者が選出し、

協議会会長（以下「会長」という）宛選出届けを提出する。 

２ 各事業部会及び地域事業部会の評議員は、部会長が選出し、会長宛選出届けを提出する。 

３ 各種団体の評議員は、団体の代表者または責任者が選出し、会長宛選出届けを提出する。 

（任 期） 

第 12 条 評議員の任期は、選出後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定



 

 

時総会の終結の時までとする。 

２ 任期満了前に退任した評議員の補欠又は増員により選出された評議員の任期は、前任者又は

他の在任評議員の任期の残任期間と同一とする。 

 

第２節 総 会 

（構成と役割） 

第 13 条 総会は評議員をもって構成し、最高議決機関とする。 

（総会の招集） 

第 14 条 総会は、会長が招集する。 

（定時総会） 

第 15 条 定時総会は、毎年事業年度終了後２ヶ月以内に招集する。 

（臨時総会） 

第 16 条 会長は、評議員総数の３分の１以上の者が会議に付議すべき事項及び開催の理由を記

載した書面を提出して総会の開催の請求をしたときは、その請求があった日から２０日以内に

臨時総会を開催しなければならない。 

２ 前項のほか、会長が必要があると認めるときは、臨時総会を開催することができる。 

（総会の開催手続） 

第 17 条 会長は、総会を開催しようとするときは、開会の日の５日前までに、評議員に日時及

び場所、会議に付議すべき事項を示した開催通知を送達しなければならない。 

（定足数） 

第 18 条 総会は、評議員総数の過半数が出席しなければ議事を開き、議決をすることができな

い。 

（議長等の選出） 

第 19 条 総会の議長及び副議長は、評議員の互選により選出する。 

（議長等の任期） 

第 20 条 議長及び副議長の任期は、第 12 条の規定を準用する。 

（議長等の役割） 

第 21 条 議長は、評議員を統括し、総会の運営を行う。 

２ 議長は、第 10 条第 2項に関して、研修や会議等を開催することができる。 

３ 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。 

（総会の議決） 

第 22 条 総会の議事は、出席した評議員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するとこ

ろによる。ただし、第 23 条第 3号のうち、制定及び廃止については、出席した評議員の３分

の２以上の決するところによるものとする。 

２ 総会は、第 17 条の規定により、予め通知した議案のみ議決することができる。 

（総会の議決事項） 

第 23 条 次の各号に掲げる事項は、総会の議決を得なければならない。 

 （１）会長、副会長及び理事の承認に関する事項 

 （２）監事の承認に関する事項 

 （３）規約の制定、改正、及び廃止に関する事項 



 

 

 （４）毎事業年度の予算及び事業計画に関する事項 

 （５）毎事業年度の決算及び事業報告に関する事項 

 （６）毎事業年度決算監査及び業務監査報告に関する事項 

 （７）地域ビジョンの策定に関する事項 

 （８）その他重要な事項 

（総会の議事録） 

第 24 条 総会の議事は、議事録を作成しなければならない。 

２ 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人２名が署名、捺印しなければな

らない。 

（総会の傍聴） 

第 25 条 会員は、定時総会及び臨時総会を傍聴することができる。   

 

第３章 理事及び理事会 

第 1節 理 事 

（定 数） 

第 26 条 理事の定数は２５名以内とする。 

（理 事） 

第 27 条 理事は、次の各号に掲げる者を充て総会の承認を得て就任する。 

 （１）自治連合会代表幹事及び４ブロック選出の幹事 

 （２）総務委員会委員長 

 （３）企画運営委員会委員長 

 （４）広報委員会委員長 

 （５）事業部会部会長 

 （６）子どもたちと地域の絆づくり事業連絡協議会会長 

 （７）桔梗が丘お助けセンター代表 

 （８）桔梗が丘市民センター長 

 （９）会計責任者 

（役 職） 

第 28 条 協議会は、会長１名及び副会長２名以内を置く。 

（選 出） 

第 29 条 会長は、自治連合会代表幹事をもって充て総会の承認を得て就任する。 

２ 副会長は、理事の中から会長が指名する。 

（任 期） 

第 30 条 理事の任期は、第 12 条の規定を準用する。 

（役 割） 

第 31 条 会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 

３ 理事は、規約及び総会の議決に基づき協議会の会務を執行する。 

 



 

 

第２節 理事会 

（構成と役割） 

第 32 条 理事会は、理事をもって構成し、協議会の最高意思決定機関であり、組織運営の執行

決議機関とする。 

（招 集） 

第 33 条 理事会は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。 

（定足数） 

第 34 条 理事会は、理事総数の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができ

ない。 

（議 決） 

第 35 条 理事会の議事は、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

（議決事項） 

第 36 条 次の各号に掲げる事項は、理事会に付議しなければならない。 

 （１）総会の招集及び総会に提出する議案等に関する事項 

 （２）事業運営の具体的方針に関する事項 

 （３）規則等の改廃に関する事項 

 （４）受託事業及び指定管理者制度に基づく管理運営に関する事項 

 （５）その他理事会において必要と認める事項 

（議事録） 

第 37 条 理事会の議事は、議事録を作成しなければならない。 

２ 議事録には、議長及び理事会において選任された議事録署名人２名が署名、捺印しなければ

ならない。 

 

第４章 自治連合会 

（構成と役割） 

第 38 条 協議会に自治連合会（以下「連合会」という）を置き、区長又は自治会長（以下「区

長等」という）をもって構成する。 

２ 連合会は、協議会と自治会又は区を結ぶ中心的な組織であり、その役割は、地区住民の意思

を反映させ、協議会の運営の根幹を担うものとして活動を行う。 

３ 連合会は、協議会の運営及び施策について理事会に提案及び建議ができる。 

（幹 事） 

第 39 条 連合会に、代表幹事１名、副代表幹事１名及び幹事３名を置く。 

（選 出）  

第 40 条 桔梗が丘２４区を施行規則に定める４ブロックに分けるものとする。 

２ 幹事の選出は、前項に定める４ブロックの代表者の中から選出する。 

３ 代表幹事は４ブロックの代表者の互選、もしくは４ブロックの代表者が推薦し、連合会が承

認した者とする。 

４ 互選により代表幹事を選出したブロックは、別に幹事を選出しなければならない。 

（招 集） 



 

 

第 41 条 連合会は、必要に応じて代表幹事が招集し、その議長となる。 

（定足数） 

第 42 条 連合会は、区長等の３分の２以上が出席しなければ議事を開き、議決をすることがで

きない。 

（議 決） 

第 43 条 連合会の議事は、出席した区長等の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

（議決事項） 

第 44 条 連合会における審議事項は、次の各号に掲げるとおりとする。    

 （１）理事会への付託事項 

 （２）連合会の活動方針に関する事項   

 （３）桔梗が丘全地区に係る自治会活動に関する事項 

 （４）委員会に対する要請に関する事項 

 （５）事業部会よりの要請及び協力体制に関する事項 

 （６）地域事業部よりの要請及び協力体制に関する事項 

 （７）その他連合会会員よりの要請に関する事項 

（地区自治会等の提案） 

第 45 条 桔梗が丘 24地区の区又は自治会（以下「自治会等」という）は、協議会の事業等につ

いて連合会に対して提案することができる。 

２ 連合会は、自治会等が議決した事項の提案並びに具申等を尊重しなければならない。 

（議事録）  

第 46 条 連合会の議事は、議事録を作成しなければならない。 

２ 議事録には、議長及び連合会において選任された議事録署名人２名が署名、捺印しなければ

ならない。 

 

第５章 委員会 

（委員会） 

第 47 条 協議会に、総務委員会、企画運営委員会及び広報委員会（以下「委員会」という）を

置く。 

２ 各委員会は、施行規則に定める任務等を行う。 

（構 成） 

第 48 条 委員会は、協議会の会員、会員が団体にあっては当該団体が指名する者をもって構成

する。ただし、特に必要な場合は、理事会の承認により、会員以外の者を委員にすることがで

きる。 

（役 職） 

第 49 条 委員会に、委員長、副委員長を置く。 

（選 出） 

第 50 条 委員会の委員長及び副委員長は、理事会の承認を得て会長が任命する。 

（任 期） 

第 51 条 委員会の委員長及び副委員長の任期は、第 12 条の規定を準用する。 



 

 

（役 割） 

第 52 条 委員会は、理事会より付託された事項、その他協議会の運営に必要な事項の審議検討

を行う。 

（招 集） 

第 53 条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。 

（議 決） 

第 54 条 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決する

ところによる。 

（議事録） 

第 55 条 議事録を作成し、委員長が署名する。 

（設 置） 

第 56 条 協議会は、必要に応じて新たな委員会を置くことができる。 

２ 新たな委員会は、理事会で決定し、総会の承認を得るものとする。 

 

第６章 事業部会 

（事業部会） 

第 57 条 協議会に第 5 条に規定する事業を行うため「健康推進部会」「住民交流部会」「教育文

化部会」「生活安全部会」「快適環境部会」「地域福祉部会」の６事業部会を置く。 

２ 各事業部会が行う事業の範囲は、施行規則に定める。 

（構 成） 

第 58 条 事業部会は、協議会の会員、会員が団体にあっては当該団体が指名するものをもって

構成する。   

（役 職） 

第 59 条 事業部会に、部会長及び副部会長を置く。 

（選 出） 

第 60 条 事業部会の部会長及び副部会長は、理事会の承認を得て会長が任命する。 

 （任 期) 

第 61 条 部会長及び副部会長の任期は、第 12条の規定を準用する。 

（役 割） 

第 62 条 事業部会は、第 5 条に規定する事業を行うため、活動の企画立案を行い、連合会及び

理事会の協力のもと実施する。 

（招 集） 

第 63 条 事業部会は、必要に応じて部会長が招集する。 

（議 決） 

第 64 条 事業部会の議事は、出席した部会員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決

するところによる。 

（議事録） 

第 65 条 議事録を作成し部会長が署名する。 

（設 置） 

第 66 条 協議会は、必要に応じて新たな事業部会を置くことができる。 



 

 

２ 新たな事業部会設置は、理事会で決定し、総会の承認を得るものとする。 

                  第７章 地域事業部会 

（地域事業部会） 

第 67 条 協議会に第５条に規定する事業を行うため「ほっとまち茶房ききょう」「子どもたちと

地域の絆づくり」「みどり環境整備保全」「ききょう農楽園」「桔梗が丘お助けセンター」の５

地域事業部会を置く。 

２ 各地域事業部会が行う事業の範囲は、施行規則に定める。 

（構  成） 

第 68 条 地域事業部会は、協議会の会員、会員が団体にあっては当該団体が指名するものをも

って構成する。 

（役 職） 

第 69 条 地域事業部会に、部会長及び副部会長を置く。 

（選 出） 

第 70 条 地域事業部会の部会長及び副部会長は、理事会の承認を得て会長が任命する。 

（任期） 

第 71 条 部会長及び副部会長の任期は、第 12条の規定を準用する。 

（役 割） 

第 72 条 地域事業部会は、第 5条に規定する事業を行うため、活動の企画立案を行い、連合会及

び理事会の協力のもと実施する。 

２ 独立採算制を原則とする。 

（招 集） 

第 73 条 地域事業部会は、必要に応じて部会長が招集する。 

（議 決） 

第 74 条 地域事業部会の議事は、出席した部会員の過半集で決し、可否同数のときは、部会長の

決するところによる。 

（議事録） 

第 75 条 議事録を作成し部会長が署名する。 

（設 置） 

第 76 条 協議会は、必要に応じて新たな地域事業部会を置くことができる。 

２ 新たな地域事業部会設置は、理事会で決定し、総会の承認を得るものとする。 

 

   第 8 章 プロジェクト事業部会 

（プロジェクト事業部会） 

第 77 条 協議会に地域ビジョンにより策定された事業を行うにあたり、プロジェクト事業部会

を置くことができる。 

２ プロジェクト事業部会は、それぞれの目的達成に向けて計画を策定し運営を行う。 

（構 成） 

第 78 条 プロジェクト事業部会は、協議会の会員、会員が団体にあっては該当団体が指定する

者をもって構成する。 

（役 職） 



 

 

第 79 条 プロジェクト事業部会に、部会長及び副部会長を置く。 

（選 出） 

第 80条 プロジェクト事業部会の部会長及び副部会長は、理事会の承認を得て会長が任命する。 

（任 期） 

第 81 条 部会長及び副部会長の任期は、第 12条の規定を準用する。 

（運 営） 

第 82 条 プロジェクト事業部会は、目的達成等のために規約等を作成し運営を行う。 

２ 運営は、独立採算制を原則とする。 

（議 決） 

第 83 条 プロジェクト事業部会の議事は、出席した部会員の過半数で決し、可否同数のときは、

部会長の決するところによる。 

（議事録） 

第 84 条 議事録を作成し部会長が署名する。 

（報告義務） 

第 85 条 プロジェクト事業部会は、理事会と自治連合会に、９月に活動中間報告を、３月に活

動年間報告及び決算報告を行うとともに、次年度の事業計画を提出しなければならない。 

２ プロジェクト事業部会は、理事会及び自治連合会より活動等に関する報告要請を請けた時、

速やかにこれに応じなければならない。 

３ 理事会は、プロジェクト事業部会の活動状況を総会に報告し、承認を得なければならない。 

 

第 9 章 施設管理運営 

（施設の管理運営） 

第 86 条 協議会は、名張市の条例で定める指定管理者制度により、施設の管理運営を行うこと

ができる。 

２ 名張市との協定及び契約条件の変更又は解約については、理事会の承認を得るものとする。 

３ 協議会は、施設の管理にあたり、指定管理者制度の趣旨を尊重し、地域住民の活動拠点とし

て利用者の立場をよく理解して行わなければならない。 

４ 市民センターの管理運営に関する事項は、「市民センター管理運営規定」に定める。 

（施 設） 

第 87条 協議会が指定管理者制度により管理運営する施設は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 （１）桔梗が丘市民センター 

 （２）桔梗が丘南市民センター 

 

                 第 10 章 受託事業 

（受託事業） 

第 88 条 協議会は、名張市の業務を契約に基づき受託すること（以下「受託事業」という）が

できる。 

（受託事業の執行） 

第 89 条 協議会は、事業計画等を作成し、受託事業を執行する。 

 



 

 

第 11 章 事務局 

 

（事務局） 

第 90 条 協議会の円滑な運営を行うため事務局を置く。 

２ 事務局に事務局長（市民センター長兼務）と会計責任者を置く。 

３ 事務局の定数は 10名以内とする。 

（職 務） 

第 91 条 事務局の職務は、次の各号に掲げる事項とする。 

 （１）協議会の運営に関する事項 

 （２）市民センターの管理運営に関する事項 

 （３）協議会の事業及び市民センター活動を円滑に遂行するための業務に関する事項 

 （４）総会、理事会、連合会及び委員会の会議に関する事項 

 （５）名張市との連絡調整に関する事項 

 （６）構成団体との連絡調整に関する事項 

 （７）その他、会長が必要と認める事項 

 

                第 12 章 会 計 

（会 計） 

第 92 条 協議会の会計年度は、毎年 4月 1日から翌年の 3月 31 日までとする。 

２ 協議会の会計は、協議会会計及び市民センター会計、並びに特別に設置を必要とする場合の 

特別会計とする。 

（財 産） 

第 93 条 協議会の財産は、会費、負担金、事業に伴う収入、市の交付金及び寄付金等の収入に

よる。 

２ 協議会の財産は、理事会の定めるところにより会長が管理する。 

３ 協議会が解散する場合の財産処分は、総会の決するところによる。 

（経 費） 

第 94 条 協議会の経費は、財産をもって充てる。 

（事業計画及び収支予算） 

第 95 条 協議会の事業計画及び収支予算は、定時総会までに会長が作成する。 

（予算編成） 

第 96 条 協議会の予算は、委員会及び事業部会の予算要求に基づき総務委員会が予算原案の作

成をする。 

２ 総務委員会が作成した予算原案は、連合会及び理事会で審議する。 

（予算の執行） 

第 97 条 予算は、総会で承認された事業計画に基づき執行する。 

２ 会計年度終了後、定時総会で新年度の予算が承認されるまでの間は、前年度の予算に準じて

収入及び支出をすることができる。 

３ 緊急に新たな事業の実施の必要が生じたとき、或いは、事業計画の変更の必要が生じたとき

は、理事会の承認により変更することができる。 



 

 

４ 前項により予算の変更を行ったときは、直近の総会に報告しなければならない。 

（監査義務） 

第 98 条 会長は、毎事業年度終了後速やかに事業報告書及び収支決算書を作成し、監事の監査

を受けなければならない。 

（出 納） 

第 99 条 協議会及び市民センターの出納事務は、会計処理規程に基づき会計責任者の権限と責

任において行う。 

２ 会計責任者は、毎年 9月 30 日現在の予算の執行状況を理事会に報告するものとする。 

３ 金銭出納処理及び関係書類の保存に関する事項は会計処理規程に定める。 

 

 

第 13 章 評価制度 

（評価制度） 

第 100 条 協議会の活動が効率効果的に行われ、その成果を検証するため評価制度を導入する。 

２ 協議会における運営、活動及び事業等すべての取り組みを評価の対象とする。 

（評価の方式） 

第 101 条 評価の方式は、事業部会が行う自己評価と企画運営委員会が行う総合評価とする。 

２ 事業部会が行う自己評価は、事業毎に終了後速やかに行う。 

３ 評価は、今後の事業に有効にかつ有益に反映されるものでなければならない。 

（評価結果の報告） 

第 102 条 企画運営委員会が行った総合評価の結果は、理事会に報告する。 

 

第 14 章 監 査 

（監 査） 

第 103 条 監査は、協議会の運営等に対する会計処理及び業務審査を監査機能の専門性及び独立

性を充実させて行い、監査機能に対する会員の信頼性を高めるとともに、協議会の発展に寄与

するものとする。 

（監 事） 

第 104 条 監査業務執行のため監事を置く。 

２ 監事は 2名とし、総会の承認を得て会長が任命する。 

３ 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。 

（任期等） 

第 105 条 監事の任期は、第 12 条の規定を準用する。 

（監査方法） 

第 106 条 監査は、定期監査及び随時監査により実施する。 

２ 定期監査は、会計年度終了後 2ヶ月以内に行う。 

（監査結果の報告） 

第 107 条 監事は、監査結果を総会に報告しなければならない。 

２ 理事会は、監査結果を尊重し協議会の運営に反映させる為に協議しなければならない。 

 



 

 

                 第 15 章 情報公開 

 

（情報公開） 

第 108 条 協議会は、その運営及び活動を広報紙、インターネットのホームページ等を通じ、適

宜適切に全員に広報するとともに、広聴に努めなければならない。 

２ 協議会は、毎事業年度の予算及び事業計画、毎事業年度の決算及び事業報告、並びにその監

査結果を公表しなければならない。 

３ 協議会は、会員からの情報公開の要求に対しては、施行規則に定める手続きにより理事会が

行うものとする。 

（情報の共有） 

第 109 条 協議会は、地域内外の各種情報を積極的に収集するとともに、適時関係団体等に提供

するものとする。 

２ 連合会は、地域内の各種情報を積極的に収集するとともに、理事会等関係機関に提供するも

のとする。 

 

                 第 16 章 雑 則 

（監査請求） 

第 110 条 会員は、協議会の運営等に疑義のあるときは、監査の請求を行うことができる。 

２ 監査請求の手続き等は、施行規則に定める。 

（規則等への委任） 

第 111 条 協議会の運営に必要な規則、規程等は、別に理事会で定める。 

（実費弁償） 

第 112 条 協議会は、その活動に従事した理事及び部会員等に対し、実費弁償をすることができ

るものとする。 

 

附 則 

この規約は、平成 22年 5 月 8 日から施行し、平成 22 年 4月 1 日から適用する。 

この改定規約は、平成 26 年 5 月 17 日から施行し、平成 26 年 4月 1 日から適用する。 

この改定規約は、平成 28 年 5 月 21 日から施行し、平成 28 年 4月 1 日から適用する。 

この改定規約は、平成 29 年 5 月 20 日から施行し、平成 29 年 4月 1 日から適用する。 

この改定規程は、令和  4 年 5 月 21 日から施行し、令和 4 年 4月 1 日から適用する。 

この改定規定は、令和 6 年 5 月 18 日から施行し、令和 6 年 4月 1 日から適用する。 



桔梗が丘自治連合協議会規約施行規則 
(趣旨) 

第１条 桔梗が丘自治連合協議会規約(以下「規約」という)の規定に基づき、必要な事項を定める。 

(ブロック) 

第２条 規約第４０条第１項に規定する桔梗が丘２４区の４ブロックについて、次のとおり定める。 

第１ブロック １番町区、２番町第１区 (１、２、３街区)、２番町第２区（４、５街区）、 

２番町第３区（６、７街区）、３番町区 

第２ブロック ４番町区、６番町区（６番町全域及び７番町３街区 1～14 番地）、 

７番町第１区（１街区及び 1～14 番地を除く３街区）、７番町第２区（２街区） 

８番町第１区（２街区以外の８番町）、８番町第２区（２街区） 

第３ブロック ５番町第１区（１，２，３、６街区）、５番町第２区（４，５，11，12 街区）、 

５番町３区（７，８，９，10街区）、南第１区（南１番町１、２街区）、 

南第２区（南１番町３街区、南２番町１、２街区）、 

南第３区（南３番町１、２、３街区、南４番町１街区） 

第４ブロック 西１番町区、西２番町区、西３番町区、西４番町区、西５番町区、西６番町区、 

西７番町区、 

 

（委員会の業務範囲） 

第３条 規約第４７条第２項に規定する委員会の業務範囲は、次のとおり定める。 

（１）総務委員会 

① 総会、理事会、自治連合会の運営に関する事項 

② 規約、規則等の制定及び改正並びに廃止に関する事項 

③ 決算及び予算並びに事業計画の原案調整等の財務に関する事項 

④ 協議会の運営に対する円滑化に関する事項 

⑤ 指定管理者制度に関する事項 

⑥ その他、事業部会及び他の委員会に属しない事項 

（２）企画運営委員会 

① 規約第６条に規定する「地域ビジョン」の策定推進に関する事項 

② コミュニティビジネス等、事業部会に対する新規事業の検討及び支援に関する事項 

③ 事業部会の事業活動に対する評価及び検証に関する事項 

④ 将来に向けての協議会運営の基本的方針に関する事項 

⑤ その他、協議会の企画運営に関する事項 

（３）広報委員会 

① 協議会の広報紙の発行及び編集方針に関する事項 

② 協議会のホームページの管理運営に関する事項 

③ 協議会の内外における情報の収集及び提供に関する事項 

④ その他、広聴及び広報活動に関する事項 

(事業部会の事業範囲) 

第４条 規約第 57条第２項に規定する事業部会の事業範囲を、次のとおり定める。 

（１）健康推進部会 



① 地域住民の健康増進に関する事業 

② スポーツや行事を通じた、親子や住民間の親睦及び絆づくり推進事業  

（２）住民交流部会 

① 地域住民の交流イベント等に関する事業 

② 地域住民の連帯感の向上及びふれあいに関する事業 

③ 地域活性化への取り組みに関する事業 

④ 人材バンクの創設及び運営支援に関する事業 

⑤ 地域ポテンシャルの発掘形成に関する事業 

（３）教育文化部会 

① 生涯学習の展開に関する事業 

② 青少年の健全育成に関する事業 

③ 地域間及び世代間の交流推進に関する事業 

④ 地域の伝統文化の継承及びスローライフ社会への取り組みに関する事業 

⑤ 文化、スポーツ及びレクリエーションに関する事業 

（４）生活安全部会 

① 安心安全な地域社会の構築推進及び啓発活動に関する事業 

② 安全で快適な犯罪のない地域防犯活動の連携に関する事業 

③ 防災のハード及びソフトの基盤づくりに関する事業 

④ 快適な交通環境づくりに関する事業 

（５）快適環境部会 

① 地域の生活環境と自然緑化の保全活動に関する事業 

② 生活に憩いと潤いを与え、安らぎのある地域づくり並びに快適環境の創造に関する事業 

③ 環境美化マナーの啓発活動に関する事業 

④ 自然との交流及びスローライフ構想の推進に関する事業 

⑤ 省資源及びリサイクルの展開に関する事業 

（６）地域福祉部会 

① 社会的援助を必要としている高齢者等を対象とした支援事業 

② 高齢者等を対象とした生きがいづくりの支援事業 

③ その他、地域福祉の改善に向けた事業 

（情報公開の手続） 

第５条 規約第 94条第３項に規定する情報公開の手続きは、第６条から第１３条に定める。 

（公開の情報） 

第６条 公開請求できる情報は、以下に掲げる事項とする。 

（１）協議会が保有する全てを公開することを原則とする。 

（２）協議会が運営及び活動を行うに際して作成し、保存期限内にある資料とする。 

(非公開の情報) 

第７条 非公開もしくは公開を拒否する情報は、以下に掲げる事項とする。 

（１）個人のプライバシーの保護等に関わる個人情報 

（２）法人及び団体等の権利侵害等に及ぶ情報 

（３）協議会の会議等における個人が特定される発言等の情報及び意思決定の中立性が損なわれる 

と判断される情報 



（請求の手続） 

第８条 情報公開請求を行う場合は、以下に掲げる事項を明記し、協議会に提出する。 

（１）公開を求める情報の内容 

（２）情報の使用目的 

（３）情報の適正な使用の誓約 

（４）請求者の住所及び氏名 

（公開、非公開の決定） 

第９条 協議会は、開示請求を受理した日から１５日以内に公開又は非公開を決定し通知しなけれ 

ばならない。 

２ 非公開と決定したときは、その理由を明らかにしなければならない。 

（公開の限度） 

第 10条 公開の範囲は、以下に掲げるものとする。 

（１）全部開示：請求者の求める情報を全て開示するもの 

（２）部分開示：非開示の情報が有し開示するもの 

（３）非開示：請求者の求める情報を全て開示しないもの 

（４）不存在：請求者が求める情報が存在しないため開示できないもの 

（請求者の責務） 

第 11条 請求者は、公開された情報を適正に使用しなければならない。不当な使用により、他人の権

利を侵害等問題が生じたときは、請求者が誠意を持って解決しなければならない。 

(費用の負担) 

第 12 条 請求者は、情報の写しの作成及び送付に関する費用を負担しなければならない。 

(不服申立) 

第 13 条 不服申し立て等は、名張市情報公開条例に準拠する。 

(監査請求) 

第 14 条 規約第 96条第２項に規定する監査請求の手続きは、第 15条から第 18条に定める。 

(監査請求事項) 

第 15 条 監査を請求できるのは、財務会計上の違法又は不当な行為により、以下の事項において会員

に損害を生じさせた場合に限られる。 

（１）公金の支出 

（２）財産の取得、管理、処分 

（３）契約の締結、履行 

（４）債務借入等の義務負担 

（５）公金の賦課及び徴収義務に対する事実 

（６）財産管理の義務に対する事実 

（請求の期限） 

第16条 監査請求の期限は、違法、不当な行為があった日又は終わった日から1年を経過したときは、

監査請求することはできない。ただし、正当な理由があると認められる時は、この限りではない。 

（請求手続） 

第 17条 監査請求を行う場合は、以下に掲げる事項を明記し、協議会に提出する。 

（１）措置請求の要旨 

  イ 監査請求組織及び対象者 



  ロ 財務会計上の行為の内容 

  ハ 行為による損害の内容 

  ニ 請求措置の内容 

（２）請求者の住所及び氏名 

（監査結果通知） 

第 18条 監査結果は、請求のあった日から６０日以内に請求者に通知しなければならない。 

 

附則 

この施行規則は平成 21年 11 月 14 日から施行する。 

この施行規則は平成 22年 5月 8 日から施行し、平成 22 年 4 月 1 日から適用する。 

 

 



会計処理規程 
 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は、桔梗が丘自治連合協議会規約第 12 章の規定に基づき、桔梗が丘自治連合協議会

（以下「協議会」という）の財産及び会計に関する基準を定める。 

（会計区分と処理原則） 

第２条 協議会の会計は、協議会会計及び市民センター会計並びに特別に設置を必要とする場合の特

別会計とし、規約及びこの規程の定めるところにより処理するものとする。 

（会計年度） 

第３条 協議会の会計年度は、毎年４月１日から翌年の３月３１日までとする。 

（会計の総括） 

第４条 協議会の会計は、協議会会長（以下「会長」という）が総括する。 

（会計担当理事） 

第５条 会計を担当する理事は、会計責任者とする。 

２ 会計の実務は、センター長の監督のもと、原則として会計責任者が行う。  

（総務委員長の承認） 

第６条 協議会会計の支出処理については、会計担当理事は、総務委員長の事前承認を受けるものと

する。ただし、総務委員会に係る支出処理については、会長の事前承認を受けるものとする。 

（出納印の管理） 

第７条 出納印は、施錠の出来る印鑑収納箱に収納し、会計担当理事が管理する。 

（収支累計表の作成） 

第８条 会計担当理事は、協議会会計及び市民センター会計毎に、別に定める収支累計表を毎月作成

し、総務委員長を経由して会長の承認を得るものとする。 

（帳簿書類の保存及び処分） 

第９条 会計に関する帳簿等の保存期間は、次のとおりとする。 

 （１）収支予算書及び収支決算書        10 年 

 （２）経理の元帳・現金出納帳・預金出納帳   7 年 

 （３）計算書類及び証拠書類          7 年 

 （４）備品台帳              永久保存 

 （５）その他の関係書類            5 年 

２ 前項の帳簿等の保存期間は、帳簿等の閉鎖の日の属する事業年度の決算に関する定時総会の日の 

翌日から起算する。 

３ 帳簿等の保存期間の満了後、廃棄するときは、その帳簿等の明細を作成し、事前に会長の決済を 

受けるものとする。 

 

第２章 金銭出納 

（証拠書類の授受） 

第 10条 金銭の収納は、原則として、領収書その他の証拠書類を発行し、支払いについては、支払先

から、領収書その他の証拠書類を受領するものとする。ただし、銀行等の振込みによる収納又は



支払いの場合は、取り扱い銀行等の領収書その他の証拠書類をもってこれに代えることができる。 

（支出手続） 

第 11条 協議会会計における支出は、委員長又は事業部会長が提出する別に定める「支出依頼書」に

基づき、別に定める会計伝票で行うものとする。 

２ 市民センター会計における支出は、会計伝票で行い、センター長の承認を要するものとする。た

だし、一件 ５万円以上の支出については、事前に、別に定める「支出決裁書」を要する。人件

費の支出については、会長の事前決済を要するものとする。 

（前金払及び概算払） 

第 12条 経費の性質上又は業務運営上必要あるときは、前金払い又は概算払いすることができる。 

（銀行等金融機関との取引） 

第 13条 銀行及びその他の金融機関と取引を開始し又は廃止するときは、理事会の承認を必要とする。 

（余裕金の運用） 

第 14条 協議会会計及び市民センター会計における業務運営上の余裕金は、金融機関に預金するもの

とする。 

２ 前項の預金の種類及び金額等については、理事会で決定する。 

（手元現金） 

第 15条 会計担当理事は、市民センター会計に、日々の現金支払いに充てるため、手元現金を置くこ

とができる。 

２ 前項の手許現金の保有限度額は、原則として、２０万円とし、その受払い及び保管は、会計担当

理事があたる。 

（残高照合） 

第 16条 会計担当理事は、毎日、現金出納締切後、その残高を現金出納帳と照合しなければならない。 

２ 預金は、毎月末現在で、預金先金融機関の通帳等と、預金出納帳を照合しなければならない。 

 

第３章 契約 

（契約書の作成） 

第 17条 契約を締結しようとするときは、その履行に関し必要な内容を記載した契約書を作成しなけ

ればならない。ただし、軽易な契約については、契約書の作成を省略し、これに代わる書類をも

って処理することができる。 

（契約の締結） 

第 18条 契約の締結は、会長が行うものとする。 

 

第４章 資産 

（運用資産の管理） 

第 19条 会計担当理事は、備品台帳を備え付け、物件毎に、その取得年月日、種類等必要事項を記載

するものとする。 

２ 会計担当理事は、毎事業年度末の資産の現状について調査を行い、備品台帳と照合しなければな 

らない。 

 

 

 



第５章 予算 

（予算の執行と流用） 

第 20条 事業活動に伴う予算の執行は、委員会及び事業部会並びに市民センターの年度事業計画の事

業費の範囲内で行うものとする。 

２ 規約第 97条第３項中「緊急に新たな事業の実施の必要が生じたとき、或いは、事業計画の変更の 

必要が生じたとき」とは、年度事業計画に新たな事業項目を追加することをいうものとする。 

３ 前項の場合に要する予算は、理事会の承認により、予備費の残額の範囲内で流用することができ 

る。ただし、その予算が、予備費の残額を超えると見込まれる場合は、事前に総会の承認を要する 

ものとする。 

４．予算書勘定科目の「目」において、予算の流用を行う必要が生じた場合は、会長の事前決裁によ 

り行うことができる。また、理事会がやむを得ない事情が生じたと認めたときは、「項」間の流用

を行えるものとする。 

５．収入を伴う事業については、その事業の経費の総額から、その収入を控除した額を事業費とする 

ことができるものとする。 

 

第６章 雑則 

（規程の改廃） 

第 21条 この規程は、理事会の承認により改廃することができる。 

 

附則 

 この規程は、平成 21年 11 月 14 日から施行する。 

 この改定規程は、平成 23 年４月１日から施行する。 

 この改定規程は、平成 27 年４月１日から施行する。 

 この改定規程は、平成 29 年 4 月 22 日から施行し、平成 29 年 4 月 1 日から適用する。 

  この改定規程は、令和 4年 5月 21 日から施行し、令和 4年 4月 1日から適用する。 



 



桔梗が丘の人口と世帯数  令和６年４月１日現在 

町名 世帯数 
人口 

総数 男性 女性 

桔梗が丘１番町 ２９９ ５９６ ２７２ ３２４ 

桔梗が丘２番町 ５６７ １，２７１ ５９１ ６８０ 

桔梗が丘３番町 ４１０ ８５７ ３９２ ４６５ 

桔梗が丘４番町 ５１４ １，１０７ ５１７ ５９０ 

桔梗が丘５番町 １，０７５ ２，３９０ １，１５２ １，２３８ 

桔梗が丘６番町 ２６７ ５７９ ２７８ ３０１ 

桔梗が丘７番町 ２９５ ５４５ ２５５ ２９０ 

桔梗が丘８番町 ５２３ １，０１５ ４９４ ５２１ 

桔梗が丘地区計 ３，９５０ ８，３６０ ３，９５１ ４，４０９ 

桔梗が丘南１番町 ２２７ ５０３ ２４０ ２６３ 

桔梗が丘南２番町 １４７ ３０５ １４１ １６４ 

桔梗が丘南３番町 ２３７ ４９２ ２３６ ２５６ 

桔梗が丘南４番町 １８ ３５ １７ １８ 

桔梗が丘南地区計 ６２９ １，３３５ ６３４ ７０１ 

桔梗が丘西１番町 ２０４ ５１８ ２４５ ２７３ 

桔梗が丘西２番町 １２９ ３１７ １５２ １６５ 

桔梗が丘西３番町 ３５７ ９２５ ４４４ ４８１ 

桔梗が丘西４番町 ２９４ ７８３ ３８２ ４０１ 

桔梗が丘西５番町 １９１ ６３６ ３１７ ３１９ 

桔梗が丘西６番町 １９３ ４８５ ２４３ ２４２ 

桔梗が丘西７番町 １１０ ３１８ １６０ １５９ 

桔梗が丘西地区計 １，４７８ ３，９８３ １，９４３ ２，０４０ 

合 計 ６，０５７ １３，６７８ ６，５２８ ７，１５０ 

 

桔梗が丘自治連合協議会事務局（桔梗が丘市民センター内） 

名張市桔梗が丘６番町１街区１３１番地の４ 

電話番号 ０５９５－６５－１２０６ 

桔梗が丘市民センター 

ホームページ https://www.emachi-nabari.jp 

メールアドレス kikyou-ko@emachi-nabari.jp 

桔梗が丘自治連合協議会ホームページ LINE 公式アカウント Facebook 公式アカウント 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


